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3,170

838

34,773

105,700

6,452

1,124

AYA 8,137

3,159

278

8,641

3,981

2,471

1,305

46,903

68,301

1,503

#8000 23,300
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 総務部人事課・財産活用課、子ども・福祉部子ども未来課 

重点事業の名称 県庁内保育施設整備・運営事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅰ 結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 戦略プログラム ３ 子育てと仕事の両立支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・厚生労働省「令和４年度仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業（労働者調査）」によると、「妊娠・出産、子の育児等を理由とした具体的な離職理由」につ

いて、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しかったため」と答えた割合が、正社員（女性）は45.8%、非正社員（女性）も30.0%で、いずれも最も高い。 
・同調査で、「利用すれば仕事を続けられたと思う支援・サービス」をみると、「安心して子供を預けられる預け先（保育園、託児所、ベビーシッター、学童保育等）」と答えた割

合が、正社員（女性）は44.8%、非正社員（女性）は43.2%となっている。 
・厚生労働省「令和６年度雇用均等基本調査」によれば、事業者の74.5％が、育児のための所定労働時間の短縮措置等の従業員の子育て支援制度を導入しており、支援内容につ

いては、「事業所内保育施設」が4.4％となっている。 

【課題・必要性】 
・子どもを産み育てやすい環境づくりや、優秀な人材の雇用・定着を図るためには、事業主自らが、仕事と子育てを両立できる職場環境の整備に取り組むことが求められる。 
・県においても、職員の人材確保や離職防止が大きな課題となっており、仕事と子育ての両立支援や職場の理解・雰囲気づくりの取組を、さらに進めていく必要がある。 
・また、県自ら率先して県民の目に見える形で進めることで、県内の民間事業所におけるこれらの取組を後押しし、子育てに対する社会の雰囲気や流れを変えていく必要がある。 

事
業
内
容 

新規県庁内保育施設整備・運営事業《57,650千円》 終期：R10 
(１) 県庁内保育施設の整備 
   西庁舎２階において、保育施設開所に向けて必要となる施設整備及び備品等の調達を行う。 

    ・保育室、調理・調乳室、事務室、トイレ等施設整備 

    ・保育施設運営に必要となる備品等の調達 

 
(２) 県庁内保育施設の運営 
   保育施設の運営について、運営実績のある民間業者を公募により選定し、委託により実施する。 

    ・開所時期：令和９年１月（予定） 

    ・対象児童：０～５歳児（就学前まで） 

    ・定  員：19人 

    ・開設時間：月～金（祝日年末年始除く）週５日 

          8:00～18:00（10時間） 

    ・利用状況等を踏まえ、継続的な運営へ 
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事
業
効
果 

・事業所内（庁内）に保育施設を設置することにより、子育て中の職員が働きやすい職場環境を整えるとともに、これから子育てを行う職員の不安払拭や、子育て中の職員に対する職場の

理解・配慮の促進につながる。 

・県自らが職員向け保育施設を設置することにより、県内企業などの民間事業者や、これから結婚、出産を考える県民に対し、子育てと仕事の両立を率先して支援する県の姿勢が伝わり、

民間事業者の子育て社員に対する理解と支援が広がることにつながる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  57,650 25,056 25,056  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債  37,000    

その他特定財源  1,078 4,312 4,312  

一 般 財 源  19,572 20,744 20,744  
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁義務教育課 

重点事業の名称 学ぶ⼒の育成事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム １ 学ぶ⼒育成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和7年度に実施した全国学⼒・学習状況調査の結果は、全国平均と比較して小学校－２、中学校 ±０であり、特に小学校算数に課題が⾒られた。 
・現在、前学年までの学習内容の定着状況を確認するため、小学校3〜5年生、中学校1、2年生において、全国学⼒・学習状況調査と同⽇に県独⾃の学⼒・学習状況調査を実施

している。 
・全国学⼒・学習状況調査は令和9年度から全教科CBT（コンピュータによる試験）化される。 
・「学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を⾒直し、次の学習につなげている（⾃⼰調整⼒）」への肯定的回答率は全国平均よりも低い状況が続いている。 
・全国平均と比較して、英語を「書くこと」より「読むこと」、「読むこと」より「聞くこと」に関する問題の正答率が低い。 
 
【課題・必要性】 
・現⾏の岡山県学⼒・学習状況調査は４月に紙媒体により実施しており、出題範囲が前年度までの学習内容であることに加え、集計・分析に時間を要するため、当該年度の学習内

容と連動させた改善サイクルにつながりにくいことから、学校現場での改善が迅速に進められるよう、より早期に結果を還元できる実施⽅法への⾒直しが必要である。 
・４月実施のため、前年度の取組の評価にとどまり、当該年度の学校経営アクションプランの検証や学⼒向上策の計画に⼗分に生かしにくいことから、当該年度の教育活動を的

確に検証・改善できるよう、調査結果を次の取組計画に反映しやすい時期・形式への転換が望まれる。 
・令和９年度から全国学⼒・学習状況調査がCBT形式に移⾏することを踏まえ、児童生徒がCBT特有の操作や問題形式に慣れておく必要がある。 
・⾃⼰調整⼒を⾼める取組が必要である。 
・英語の会話練習量の増加や動機付けの強化を図る必要がある。 
・英語４技能をバランス良く⾝に付ける⾔語活動を充実させる必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充岡⼭県学⼒・学習状況調査《66,393千円》 終期︓R10  
  ・これまでの実施⽅法から、対象を小学校４〜６年生、中学校１、２年生とし、CBT形式での秋冬（11月〜12月）の期間実施とする。 
  ・CBT形式での実施により、結果が早く返却され、当該学年の課題を迅速に把握・分析し、年度内のつまずきの解消の取組が可能となる。 
  ・児童生徒の個別データが蓄積され、端末上で個の解答結果に応じた復習問題に取り組むことができ、補充学習にも活⽤できる。 
 
２ 新規次世代英語コミュニケーション⼒向上事業《4,709千円》 終期︓R9  
  ・対象を中学校１〜２年生の２年間とし、生成AIを活⽤した学びを充実させるため、モデル校５校にＡＩアプリを導入し英語４技能の向上を図る。 
  ・生成ＡＩを活⽤した授業実践を⾏うとともに、目的や場面を明確にした⾔語活動と、生徒がアプリを活⽤して学習を⾃⼰調整する仕組みを組み合わせた単元づくりを研究する。 

・各校にＡＩ英語活⽤リーダーを置き、実践の強化とともに、取組の共有・普及を図る。 
・海外の中学生等とオンライン交流会を実施し学習意欲を⾼める。 
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事
業
効
果 

１について 
 ・実施時期を変更することで当該学年の学習内容の定着状況を把握し、年度内に授業及び取組の改善を進めることができる。 
 ・学⼒状況の把握や同⼀集団の経年変化の分析を通して、授業改善や個に応じたきめ細かな指導につなげる。 

・CBT形式での実施により、各学校での作業時間が削減され、学校における働き⽅改革にも資することができる。 
・定着状況把握後の復習・補充学習が充実し、学習内容の確実な定着につながる。 

２について 
 ・生成AIの活⽤により、個に応じた学習を主体的に実施できる。 

・学習意欲の⾼まりが期待でき、グローバル人材の育成につながる。 
・英語４技能やコミュニケーション⼒の習得・向上につながる。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き全国学⼒・学習状況調査の全国平均正答率との差 
小6︓-2 
中3︓ 0 
（R6） 

小6︓+1 
中3︓+1 
（R10） 

小6︓3 
中3︓1 

2 
生き活き「学習した内容について、分かった点や、よく分か
らなかった点を⾒直し、次の学習につなげている」と回答
した児童生徒の割合 

小6︓78.1％ 
中3︓72.7％ 

（R6） 

小6︓84.0％ 
中3︓80.0％ 

(R10) 

小6︓5.9％ 
中3︓7.3％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 68,109 71,102 71,102 66,393  

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源 68,109 71,102 71,102 66,393  
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・全国学⼒・学習状況調査
・岡⼭県学⼒・学習状況調査
・英検ＩＢＡを活用した授業改善推進事業

学⼒の定着状況の確認

学ぶ⼒の育成
確かな学⼒の育成・学ぶ意欲の向上に向けた取組

小４

国算 国算 国算 国数英

国数(英)

国数英

英検

小５ 小６ 中１ 中２ 中３

・主体的な学びの基盤づくり事業
放課後をはじめ、朝学習や休憩時間等における補充学習へ支援員等を配置

・生成ＡＩを活用した学びのサイクル実証事業
モデル校において生成ＡＩ・学習アシスタントアプリを活用し、生徒の家庭学習における個に応じた学びを支援
保護者や有識者からなる協議会で有効な家庭学習や授業との連動について協議

・１人１台端末の活用による個に応じた学習支援の充実
新たな岡⼭県学⼒・学習状況調査に付随するアプリやMEXCBTを活用し、個⼈の習熟段階に応じた復習・補充学習を支援

主体的な学びの支援・充実

・次世代英語コミュニケーション⼒向上事業
ＡＩアプリを活用し、英語４技能の習得・向上を支援
英語ＡＩ活用リーダーをモデル校に置き、取組の共有・普及を図る
オンライン国際交流でコミュニケーション⼒の向上を図る
事業実施前と後で４技能の成果を測り、定着状況を確認

・算数指導資料の活用
典型的な誤答例やつまずきやすいポイントを中⼼に「現状→課題→解決策」を提示し、
県内全域の授業改善に向けた取組を支援

教員の指導⼒向上
・授業改革推進チームの配置

優れた教育実践を⾏う教員を地域に配置
・Waku×2算数推進事業

算数の課題に対応した問題のさらなる充実
・多層的支援システム構築事業

対象を明確化した算数の指導・支援体制の構築
・教科指導支援事業

小学校算数に特化したメニューを新設

対象学年、実施期間、
実施⽅法を変更し、
年度内につまずきの
解消を図ることがで
きるPDCAサイクル
を確⽴する

国算
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁教職員課、教育情報化推進室、保健体育課、生涯学習課 

重点事業の名称 学校における働き方改革推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム １ 学ぶ⼒育成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・「令和７〜１０年度 学校における働き方改革 重点取組」を策定し、全ての教員の月当たりの時間外在校等時間を45時間以内とすることを目標として掲げている。 
・教員が子どもに向き合える時間を確保するため、外部人材の活用を進めており、教師業務アシスタントや部活動指導員の配置をしている。 
・近年⾃治体へのカスタマーハラスメントによる職員の負担の軽減が注目されており、条例を制定する⾃治体や条例制定を⾏うための議論が活発になっている。 
・子どもの学びの充実や教員の働き方改革等に向けて、国は「教育DXに係る当面のKPI」として、令和８年度までに「クラウド環境を活用した校務DXを積極的に推進している

学校」を100％、令和11年度までに「次世代の校務⽀援システムを導⼊済みの⾃治体の割合」を100％、とする方針を示している。 
【課題・必要性】 
・令和７年度に実施した教職員の勤務実態調査では、中学校と⾼等学校において、月当たりの時間外在校等時間の平均が45時間を超過したほか、各校種において月当たり80時

間超の教員がおり、引き続き、よりよい教育の実現のため、学校における働き方改革を進める必要がある。 
・保護者や地域からの過剰な苦情・不当な要求等により教員が疲弊するケースが多々あり、学校運営上の⼤きな課題になっていることから、学校のみによる対応とせず、教育委員

会と連携した学校問題解決のための⽀援体制を構築する必要がある。 
・教員は１人２台の端末により業務を⾏っており、ファイル浄化システムを用いた端末間のデータ移動に負担を感じている教員が多くいるほか、1 人１台端末から生み出される

データを利活用したきめ細かい指導、⽀援の観点などから、データ連携を容易にする基盤づくりが必要である。 

事
業
内
容 

１ 教師業務アシスタント配置事業《345,846千円》 終期︓R10  
・全ての小・中学校に教師業務アシスタントを配置する。 

  ・アシスタントが教員が⾏う業務の補助を⾏うことで、教員の勤務負担の軽減を図る。 
   
２ 部活動指導員配置事業《99,260千円》 終期︓R10  
  ・教員の勤務負担軽減と中学校の休日部活動の地域連携の推進を図るため、地域人材等を部活動指導員として配置する。 

・休日分については休日部活動の地域展開を進めるため、配置人数を⾒直す。 
 
３ 新規学校問題解決のための支援体制構築事業《13,197千円》 終期︓R10  
  ・市町村⽴学校における保護者・地域からの過剰な苦情・要求等に対応する学校問題解決⽀援コーディネーターを教育事務所に配置する。 
  ・電話相談対応のほか、必要に応じて学校や市町村教育委員会訪問を実施し、学校運営を⽀援する。 
 
４ 新規県⽴学校次世代ネットワーク環境整備事業《805,236千円》 終期︓なし 
  ・クラウドを活用したネットワーク環境を整備し、教員端末を１台化することで業務削減につなげるほか、きめ細かな指導が可能になるなど教育の質の向上を図る。 
  ・令和８年度はモデル校２校で先⾏実施しながら全校のネットワーク環境の整備を進め、令和９年度には全県⽴学校で実施する。 
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事
業
効
果 

１について 
・教員が子どもに向き合う時間の確保につながる。 

 ・事務作業等を教員の代わりにアシスタントが担うことで、教員の時間外在校等時間の縮減が期待できる。 
２について 
 ・単独指導・単独引率を認める部活動指導員を配置することにより、部活動指導に対する教員の負担が軽減され、教員の時間外在校等時間の縮減が期待できる。 

・指導員の配置による休日の学校部活動の地域連携を進めることで、休日の部活動の地域展開の推進につながる。 
３について 
 ・教育委員会と学校が連携することで、教員の負担を軽減し、問題解決にも寄与することができる。 
 ・保護者等からの過剰な苦情・要求等に起因する休職者・退職者を生まない⽀援体制を構築することができる。 
4について 
 ・教員端末を１台化することで、業務削減が⾒込め、教員の時間外在校等時間の縮減が期待できる。 
 ・職員室以外の教室や出張先からもデータにアクセスできる環境を整備することで柔軟な働き方が実現するほか、データ連携が容易になり、教育の質の向上につながる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、２、３、4 月当たりの時間外在校等時間が45時間以内となっている教
員の割合（第４次岡山県教育振興基本計画） 

小学校︓58.6％ 
中学校︓58.6％ 

⾼等学校︓47.8％ 
特別⽀援学校︓92.6％ 

（R6） 

小学校︓100％ 
中学校︓100％ 

⾼等学校︓100％ 
特別⽀援学校︓100％ 

（R10） 

⼩学校︓41.4％ 
中学校︓41.4％ 

⾼等学校︓52.2％ 
特別支援学校︓7.4％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 417,822 1,263,539 1,151,873 659,873 201,570 

財
源
内
訳 

国 庫 135,616 147,931 147,931 147,931  
起 債  634,400 442,700   
その他特定財源      
一 般 財 源 282,206 481,208 561,242 511,942 201,570 
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学校における働き方改革のさらなる推進

月当たりの時間外在校等時間が45時間以内となっている教員の割合を100%にするための主な重点取組

誰もが通いたくなる
魅⼒ある学校づくり

教職員の心身の健康の
維持と教職人生の充実

働き方
改 革

教育の質の維持・向上

教職の魅⼒向上による人材確保
全ての子どもたちへの
より良い教育の実現

校務ＤＸの推進
・県⽴学校次世代ネットワーク環境整備事業
・デジタル採点システムの活用

・保護者連絡システムの活用

・県⽴⾼校入試のＤＸ化促進

部活動指導に関わる負担の軽減
・部活動指導員配置事業
・ガイドライン等を遵守した部活動実施の徹底

外部人材の活用
・教師業務アシスタント配置事業
・学校問題解決のための支援体制構築事業
・保護者・地域向けの情報発信・理解促進働きかけ

部活動指導員を配置
し、教員の勤務負担
軽減を図る
あわせて、中学校に
おける休日部活動の
地域連携・地域展開
を進める

意識改革
・在校等時間の把握・公表・指導 ・働き方改革の目的及び取組の共有

業務等の⾒直し
・録音告知機能付通話録音装置の導入

・事業・研修のスクラップ＆ビルド

・登下校時刻の⾒直し

・学校⾏事等の精選・重点化・省⼒化

クラウドを活用し
たネットワーク環
境を整備し、教員
端末を１台化する
ことで、業務削減
やきめ細かな指導
が可能になる

学校問題解決支援
コーディネーターを
教育事務所に配置し、
保護者・地域からの
過剰な苦情・要求等
に対応する

小・中学校に教師業務アシスタントを配
置することで、教員が子どもに向き合う
時間の確保につなげる
引き続き全校にアシスタントを配置する
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁保健体育課 

重点事業の名称 令和８年度全国中学校体育⼤会開催事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム 2 徳育・体育推進プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和８年８⽉、全国中学校体育⼤会(全中)が、中国ブロックで開催予定であり、本県では以下の４競技を開催予定である。 
  ■ハンドボール︓倉敷市・総社市   ■卓球︓総社市 
  ■ソフトボール︓倉敷市      ■柔道︓岡山市 
 ・令和６年度に令和８年度全国中学校体育⼤会選⼿育成事業を実施し、出場選⼿育成に向けた活動を⽀援している。 
 ・令和７年度に実⾏委員会を設⽴した。 
 
【課題・必要性】 
・⼤会開催年度である令和８年度には、開催市実⾏委員会との調整や、審判員・競技役員・補助員等の養成について最終準備を進め、⼤会の円滑な開催・運営を成功させる必要が

ある。 
・⼤会の成功に向け、次の３つの取組を重点的に進めていく必要がある。 

１ 「円滑な⼤会運営」に向けた取組 
２  「審判員・生徒補助員等の養成」に向けた取組 
３  「県内開催競技に係る選⼿育成」に向けた取組 

事
業
内
容 

１ 拡充令和８年度全国中学校体育⼤会開催事業《32,444千円》 終期︓R8  
   令和８年度全国中学校体育⼤会の開催に当たり、「県内開催競技に係る選⼿育成」、「円滑な⼤会運営」、「審判員・生徒補助員等の養成」に向けた準備・取組を計画的に進める。 
   ・県内開催競技に係る選⼿育成 
    県内開催４競技に係る県中学校体育連盟専門部による選⼿育成のための補助 
   ・円滑な⼤会運営 
    ⼤会の準備・運営を推進する組織の設置・運営 

 広報活動の実施 
   ・審判員・生徒補助員等の養成 
    講習会の開催・⼤会等への参加 

事
業
効
果 

・⼤会に向けての取組や⼤会の開催を通して、子どもたちの運動やスポーツに対する興味・関心の向上を図り、本県の学校体育・スポーツの活性化につなげる。 
・運動やスポーツをすることが好きな子どもが増え、子どもたち⾃らが主体的かつ⾃主的に体を動かすようになり、体⼒の向上や心⾝の健康の保持増進が図られるとともに、子どもた 

の豊かなスポーツライフの実現に資する。 

29



 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き「運動やスポーツをすることが好き」と回答した児
童生徒の割合 

小5男子︓72.5％ 
小5⼥子︓54.7％ 
中2男子︓67.7％ 
中2⼥子︓45.9％ 

（R6） 

小5男子︓74.0％ 
小5⼥子︓56.0％ 
中2男子︓66.0％ 
中2⼥子︓47.0％ 

（R10） 

小5男⼦︓1.5％ 
小5⼥⼦︓1.3％ 

中2男⼦︓▲1.7％ 
中2⼥⼦︓1.1％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 5,767 32,444    

財
源
内
訳 

国 庫  4,000    
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 5,767 28,444    
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令和８年度全国中学校体育⼤会開催事業

R8

(開催年度)

R7

(開催１年前)

R6

(開催２年前)
具体的な取組内容⼤会成功に向けての

３つの取組

実⾏委員会
（開催市へ運営費補助）

実⾏委員会
⼤会の準備・運営を推進する組織の設置
本県において開催される競技の実施に関し必要な準備及び
運営を推進するため、実⾏委員会を設置する。

「円滑な⼤会運営」に向けた
取組

審判員、競技役員・補助員の養成
各専門部が⾏う、各競技における講習会や⼤会等を活⽤し
た審判員、競技役員・補助員等の養成への取組に対し補助
を⾏う。

「審判員・生徒補助員等の養
成」に向けた取組

ターゲット
中３
中２
中１

ターゲット
中２
中１

ターゲット
中１

県内開催４競技に係る県中学校体育連盟専門部による選手
育成
各専門部が⾏う、合同練習会・遠征、医科学サポート、
トップコーチ招聘といった取組に対し補助を⾏う。「県内開催競技に係る選手育

成」に向けた取組

九州⼤会視察北信越⼤会視察

専門的な知⾒を有する者による選手育成への⽀援
県スポーツ協会職員等、専門的な知⾒を有する者を先催県
へ派遣し、県外強豪チームの分析を⾏い、分析結果を踏ま
えた指導法を専門部等と共有し、選手育成に効果的な支援
を⾏う。

講習会・⼤会等への参加

開催期日 令和８年８⽉１７日〜８⽉２５日
本県開催競技 ハンドボール（倉敷市・総社市）

卓球（総社市）
ソフトボール（倉敷市）
柔道（岡山市）

⼤会の成功（岡山県選手の活躍・好成績）
↓

岡山県の学校体育・スポーツの活性化
↓

「運動やスポーツをすることが好き」な子どもの増加

⼤会概要 取組による効果
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁人権教育・生徒指導課 

重点事業の名称 不登校総合対策推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム ３ 多様な教育ニーズ支援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和６年４⽉に「新岡山県不登校総合対策」を取りまとめ、学校を誰もが通いたくなる魅⼒ある場にすることを最上位の目標として、単に不登校対策に留まらない、⼦どもが真

ん中の学校づくりを推進している。 
・不登校対策の⼀つとして、⾃⽴応援室（校内教育支援センター）を活⽤した社会的⾃⽴に向けた生活支援や学習支援等を⾏っている。 
・本県における不登校者数は、令和２年度から全国平均を下回っている。また、登校支援員や別室支援員配置校では、未配置校と⽐較して不登校の出現割合が低い。 
・令和６年度調査においては、中学校及び高等学校で不登校者数の減少が⾒られたものの、小学校は増加の⼀途をたどっている。 
 
【課題・必要性】 
・不登校者数の増加が続いている小学校において、不登校対策を強化する必要がある。 
・支援員の配置には効果が⾒られるが、配置を希望する全ての学校に支援員を配置することができていない。 
・不登校の発生を抑制するためには、問題⾏動等の未然防⽌の取組となる「発達支持的生徒指導」に学校全体で意識的に取り組み、全ての教育活動の基盤をつくることが重要であ

り、生徒指導提要が示すこれからの生徒指導に関する考え⽅の更なる周知徹底（生徒指導観の転換）が必要である。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充⻑期⽋席・不登校対策プロアクティブ推進事業《159,860千円》 終期︓R10  
  ・小学校に登校支援や⾃⽴応援室における支援を⾏う支援員を増員（151人→175人）し、⻑期⽋席・不登校傾向にある児童に対して個々の状態に応じた支援を実施する。 
 
２ 拡充プロジェクトKIZUKI〜発達支持的生徒指導の推進〜《3,529千円》 終期︓R10  

・発達支持的生徒指導の推進に向けた機運醸成のため、全県的なフォーラムを開催する。 
・モデル校の対象を県⽴高校１校及び２中学校区に増やし、問題⾏動等の未然防⽌の取組として重要となる発達支持的生徒指導について、学校全体で意識的に取り組むための研究事業 

を実施し、得られた成果をもとに生徒指導提要に示された考え⽅を県下に周知する。 
 

事
業
効
果 

１について 
 ・支援員を配置し教員と連携しながら早期支援にあたることで、不登校の状態改善が期待できる。 
 ・支援員と担任等との連携が強化され、常態的・先⾏的（プロアクティブ）な生徒指導の推進につながり、新規不登校の抑制が期待できる。 
２について 
 ・教職員の意識（生徒指導観）が変わり、日々の関わりから⼦どもの変化に「気付き」、教職員と⼦どもが信頼関係を「築き」、誰もが通いたくなる学校づくりが推進される。 

・学習指導と生徒指導の相互の関連が強まり、生徒指導のみならず、様々な面での教育効果の高まりが期待できる。 
・学校が安全・安心で魅⼒的な場所となることにより、いじめや暴⼒⾏為等の問題⾏動が減少するとともに不登校の減少にもつながる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、２ 
生き活き小・中・高等学校における児童生徒１千人当たりの
新規不登校児童生徒数の全国平均との⽐較値（全国平均を
100とした場合の本県の⽐較値） 

87.5 
（R6） 

85.0 
（R10） ▲2.5 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 132,492 163,389 163,389 163,389  

財
源
内
訳 

国 庫 401 413 413 413  
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源 132,091 162,976 162,976 162,976  
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【新岡⼭県不登校総合対策】 ＯＫＡＹＡＭＡ夢につながる学びプロジェクト
・学校を⼦どもたち誰もが通いたくなる魅⼒ある場所に ・⼦どもたち、保護者と丁寧なコミュニケーションを図る ・⼦どもたちに、多様な学びの場を用意

不登校児童⽣徒「⼼の居場所」オンライン⽀援事業 ・社会へつながることが困難な不登校児童⽣徒に対し、オンライン上の居場所
「まんまリンク」を確保

プロジェクトＫＩＺＵＫＩ〜発達⽀持的⽣徒指導の推進〜

新岡⼭県不登校総合対策の推進

多様な⽣徒を対象とした特色ある高校づくり推進事業
・進学意欲のある不登校の中学⽣を対象とする県教育⽀援センター「My Place」を県⽴⾼校２校に設置
・岡⼭御津⾼校において、全⽇制⾼校に在籍したまま通信制課程の⼀部の科目を履修し単位修得できる仕組み（フレックス制）を導⼊

スクールカウンセラー配置事業
スクールソーシャルワーカーを活⽤した⾏動連携推進事業
思春期サポート事業

・有資格であるＳＳＷを全公⽴学校へ配置
・全公⽴⼩・中・義務教育・中等教育学校へ配置

・⾼校における不登校等の⽀援充実のための教育相談体制の強化

高等学校における⾃⽴応援室設置促進研究事業 ・不登校等の未然防⽌を目的とした居場所づくりの実践研究を実施

１人１台端末を活⽤した⼼の健康観察事業 ・県⽴学校において、⼼の健康観察アプリを活用し、⽣徒の⼼や体調の変化を早期に発⾒し、
適切に⽀援

『岡⼭型⻑期⽋席・不登校対策スタンダード』に基づく対応の徹底
・登校や外出の状況等に基づき、「状態０」から、「状態６」までの７段階に区分した状態評価の導⼊による児童⽣徒⼀人ひとりの状態に応じた対応
・⽀援対象者リスト等による⻑期⽋席・不登校に関する情報の⼀元化・可視化の推進
・⾃⽴応援室における⽀援やＩＣＴの活用による不登校対策を推進

・発達⽀持的⽣徒指導の推進に向けた機運醸成のため、全県的なフォーラムを開催
・県⽴⾼校１校及び２中学校区をモデル校とし、問題⾏動等の未然防⽌の取組として重要となる発達⽀持的⽣徒指導について、学校

全体で意識的に取り組むために、研究事業を通して⽣徒指導提要に⽰された考え⽅を県下に周知

⼼の居場所推進プロジェクト

・⾃⽴応援室に専属の教員
及び⽀援員を配置し、社
会的⾃⽴に向け、個々の
状態に応じた⽀援を実施

教室家庭 ⾃⽴
応援室

⻑期⽋席・不登校対策
プロアクティブ推進事業

・登校⽀援や⾃⽴応援室における⽀援を⾏う⽀援
員を配置し、社会的⾃⽴に向け、個々の状態に
応じた⽀援を実施

・よりきめ細かな⽀援のため、⽀援員数を増加
登校⽀援

教室

⾃⽴応援室⽀援

登校・⾃⽴応援室⽀援員

発達⽀持

課題未然
防止

課題早期
発⾒対応

困難課題
対応

⽣徒指導の４層構造

特
定
の
児
童
⽣
徒

全
て
の
児
童
⽣
徒

対
象
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁高校教育課 

重点事業の名称 グローバル人材の育成事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム ４ グローバル人材育成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・グローバルに活躍できる人材を育成するため、また、⾔語や⽂化の異なる人と協働して課題を解決できる能⼒を持った人材の育成に⼒を⼊れて取り組んでいる。 
・グローバル人材の育成には海外留学が⼤きな意義を果たすが、県⽴高校における海外留学者数は、コロナ禍以降回復傾向にあったものの、令和６年度は前年度と⽐べて⼤きく

減少した。 
・国においてはデジタル等成⻑分野を⽀える人材を育成することを急務としており、本県でも令和７年度に「岡山県STEAM教育研究推進委員会」を設置し、本県におけるSTEAM

教育（教科等横断的な学習）の在り方について研究し、教員研修・生徒向けセミナーを開催したり、成果物を作成するなどして周知しようとしている状況にある。 
 
【課題・必要性】 
・留学費⽤等が高騰しており、留学したくてもできない生徒がいることから、留学に対する経済的⽀援を強化し、県⽴高校における留学者数を増やす必要がある。 
・海外への留学⽀援の強化とともに、海外からの留学生の受⼊れにも⼒を⼊れ、留学しない生徒についても国際意識の醸成を図る必要がある。 
・受⼊れについては、ホストファミリーによる受⼊体制が不⼗分であることなどにより、外国人留学生と交流する機会が限定的であり、留学への興味を喚起することにつながっ

ていないことから、ホストファミリーの開拓を強化する必要がある。 
・STEAM教育への学校・生徒の理解・認知はまだ⼗分ではないことから、継続してSTEAM教育を通した学びを充実させるための取組が必要である。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充夢に向かって世界に⽻ばたけ︕岡⼭の⾼校⽣応援事業《21,344千円》 終期︓R9  
  ・短期留学の⽀援⾦の対象者を増加（114人→140人）することで、海外留学を希望する生徒に経済的⽀援を⾏う。 
  ・留学コーディネーターに対し、新たにホストファミリー開拓に係る業務を担わせ、海外からの留学生の受⼊れを促進する。 
 
２ STEAM 教育推進プロジェクト《10,000千円》 終期︓R10  

・STEAM教育に関する教員対象研修や生徒向けセミナーを開催し、STEAM教育への理解を深め、本県におけるSTEAM教育を充実させる。 
・Webプラットフォームを構築し、学校間で取組を共有したり生徒同⼠が交流できる環境を整備する。 
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事
業
効
果 

１について 
 ・経済的⽀援の強化により生徒の海外留学に向けた意識を高め、海外留学者数の増加につながる。 

・海外から受け⼊れる留学生徒との交流機会の増加などを通して、国際感覚の醸成やグローバル人材に必要な能⼒の育成等につながる。 
２について 

・STEAM教育に対する認知・理解が深まり、生徒や教員が取り組むPBL（課題解決型学習）や探究的な学びを深化、向上させることができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き県内⼤学及び高校からの海外留学者数 
    （うち県⽴高校分） 

226 人/年 
（R6） 

500人/年 
（R10） 274人/年 

2 生き活き全国規模の理数・情報・政策提案等のコンテストへ
の県⽴高校生の参加者数 

969人/年 
（R6） 

950人/年 
（R10） ▲19人/年 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 30,972 31,344 31,344 10,000  

財
源
内
訳 

国 庫 12,400 4,200 4,200   
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 18,572 27,144 27,144 10,000  
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グローバル人材の育成
県⽴⾼校⽣への留学⽀援 ＳＴＥＡＭ教育の推進

留
学
経
験
者

留
学
興
味
顕
在
層

留
学
興
味
潜
在
層

留
学
無
関
心
層

海外進学についての情報提供
「突き抜けた若者」の育成

留学前研修、帰国後報告会等の開催

留学経験者によるネットワーク

岡⼭から世界へ︕

次世代おかやま「夢育」ネットワーク事業
大学等と連携した様々なチャレンジの機会創出

岡⼭で世界とつながる︕
英語ディベート大会等、各種コンテストへの参加促進

岡⼭で世界とつながる︕

オンライン国際交流コーディネーター
外国語指導助手（ALT）の配置

STEAM教育の充実
各教科等の学びを基盤とし、教科の枠にとらわれず、知
識・技能や体験等を横断的に結びつけることで、課題の
発⾒・解決や実社会で新たな価値を創造する資質・能⼒
を身に付ける

・有識者や県⽴⾼校等からなる委員会を組織し、
本県におけるＳＴＥＡＭ教育を通した学びの
在り⽅を議論
・教員向け研修、生徒向けセミナーを実施
・全校で活用する教材の作成

岡⼭県
ＳＴＥＡＭ教育
研究推進委員会

令和８年度の取組

⾼校⽣留学⽀援⾦
・短期留学の⽀援⾦の対象者数を増加し、
生徒が⾏う海外留学の経費の⼀部を⽀援

令和７年度の取組

⾼校段階での留学の⽀援

姉妹校締結・留学の促進

留学コーディネーター
・海外姉妹校提携の拡大、交流の⽀援
・留学フェア、留学説明会の開催
・ホストファミリーの開拓等による受⼊⽀援

教員対象研修の開催
総合教育センターでの研修

基調講演や事例発表等のフォーラム実施

⽣徒対象セミナーの開催
STEAM教育に関する意識の醸成

探究的な学びの深化

教材の周知と活用
岡山県STEAM教育研究推進委員会で
作成した動画やガイドブックの活用

学校の枠を超えたPBLのサポート体制の構築
Webプラットフォームを構築し、学校間で取組を
共有したり生徒同⼠が交流できる環境を整備
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部航空企画推進課 

重点事業の名称 航空ネットワーク維持・拡充事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ３ 観光振興プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・岡⼭桃太郎空港は、運航便数、利⽤者数ともにコロナ禍前の状況に戻っていない。 
・また、空港業務の体制などを理由に受⼊可能な発着時間が硬直化しており、新規路線の就航はもとより、増便やダイヤ改正など定期路線の利便性向上についても選択肢が狭く、

利⽤者の増加に向けた取組の妨げになりかねない状況にある。 

【課題・必要性】 
・岡⼭桃太郎空港の定期路線の維持・拡充等による利⽤者数の回復が課題となっており、空港の機能を⼗分に発揮するためには、ダイヤの弾⼒性を持たせる受⼊機能の強化に向

けた取組、既存路線の維持・拡充、新規路線の開拓など利便性向上に向けた取組、インバウンドのみならずアウトバウンドの需要も喚起する利⽤促進の取組を⼀体的に⾏うこと
が必要である。 

事
業
内
容 

１ 空港の受入機能強化《8,819千円》  
(１)空港人材の確保・育成事業《1,408千円》 終期︓R8 

受⼊機能を強化するため、空港業務（グランドハンドリング）の事業者が⾏う⼈材の確保・育成の取組に要する経費を支援する。 
（補助対象者）空港業務事業者 
（補助内容）⼈材確保等の取組に要する経費（応援派遣） 
（補 助 率）1/2以内  

(２)空港関連業務事業者人材確保等支援事業《7,411千円》 終期︓R8 ２月補正（経済対策等分） 
空港関連業務（グランドハンドリング、保安検査等）の事業者が⾏う⼈材確保・業務効率化に係る取組等に要する経費を支援する。 

 
２ 路線の利便性向上《224,072千円》 
(１)新規データに基づく路線維持・拡充推進事業《13,712千円》 終期︓R10 

航空会社への働きかけを戦略的に実施するため、航空移動データ等の調達・分析を⾏い、路線の特性に応じたエアポートセールスを⾏う。また、新規就航に向け、航空商談会に参加
し、情報収集・意⾒交換を⾏う。  

(２)現地ＰＲデスク活用事業（観光課と連携）《5,080千円》 終期︓R10 
国際路線の維持・拡充に不可⽋な航空会社との連携・調整や現地の旅⾏ニーズ等の把握のため、現地ＰＲデスク（韓国、中国、香港、台湾）を設置する。  

(３)国際路線開設支援事業《40,674千円》 終期︓R９ 
令和６(2024)年に就航した⾼雄線及び増便した台北線について、運航経費の支援を⾏う。  

(４)拡充新規路線の誘致に向けた取組《44,606千円》 終期︓R10 
新規路線開設を目指す東南アジア（タイ・ベトナム）にＰＲデスクを設置するとともに、路線開設の呼び⽔となるチャーター便に対する運航経費・集客の支援を⾏う。また、就航後

は、路線のプロモーションや運航経費を支援する。 
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(５)路線安定化支援事業《120,000千円》 終期︓R8 ２月補正（経済対策等分） 

岡⼭桃太郎空港発着の定期路線を運航する航空会社に対し、運航経費の⾼騰分に係る経費を支援する。 
 
３ 路線の利用促進《125,806千円》 
(１)拡充国際線プロモーション事業《121,876千円》 終期︓R９ うち２月補正（経済対策等分）20,000千円 

国際定期路線の安定運航を目的として、航空会社等と連携し、海外就航地及び国内でのプロモーションや利⽤促進に取り組むとともに、岡⼭－ソウル線の就航35周年、岡⼭－台北
線の就航10周年の記念セレモニーをそれぞれ開催する。  

(２)新規岡⼭桃太郎空港海外修学旅⾏利用促進事業（学校向け） 終期︓R12 
県内の中学校・⾼校等に対し、岡⼭桃太郎空港の国際線を利⽤した海外への修学旅⾏の実施を促す。  

(３)ＭＹエアポートおかやま利用促進運動事業《3,930千円》 終期︓R８ 
岡⼭桃太郎空港の利⽤者数の回復に向け、専門コーディネーターが、県内企業や市町村教育委員会等を訪問し、ビジネスや修学旅⾏での空港の利⽤を働きかける。  

事
業
効
果 

・空港機能の重要な役割を担う事業者の体制を強化することで、受⼊可能な時間帯が拡大し、柔軟なダイヤ調整が期待できる。 
・航空会社に対して、根拠に基づいたエアポートセールスを⾏うことで、新規就航や増便、ダイヤ改正の可能性が⾼まり、岡⼭桃太郎空港の利便性向上が期待できる。 
・インバウンド・アウトバウンド双⽅の需要を喚起することで、岡⼭桃太郎空港の利⽤者の増加が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、2、3 ⽣き活き岡⼭桃太郎空港の国際線利⽤者数 24万⼈(R６) 34万⼈(R10) 10万人 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R7.２月補正（経済対策等分）予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 167,712 147,411 211,286 105,218 67,398 6,500 

財
源
内
訳 

国 庫 520 147,411     
起 債       
そ の 他 特 定 財 源       
⼀ 般 財 源 167,192  211,286 105,218 67,398 6,500 
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○岡山桃太郎空港の運航便数、利用者数ともにコロナ禍前に戻っていない。
〇空港業務の体制が脆弱であればダイヤの硬直化を生み、今後、悪循環に陥
ることが危惧される。

空港の受入機能強化：ソフト面での受入機能強化によるダイヤ調整の可能性拡大
空港人材の確保・育成事業
グラハン人材の確保・育成に係る事業者支援

空港関連業務事業者人材確保等支援事業 【２月補正（経済対策等分）】

グラハン･保安検査事業者の人材確保･業務効率化の取組等の支援
路線の利便性向上 ：限られたリソースを最大活用したエアポートセールスによる利便性向上

データに基づく路線維持・拡充推進事業
路線の特性に応じたエアポートセールスの強化に向けた航空移動データ等の分析・調査

新規路線の誘致に向けた取組
東南アジアでの情報受発信・チャーター便運航支援の強化

路線安定化支援事業 【２月補正（経済対策等分）】

定期路線を運航する航空会社の運航経費に係る高騰分の支援
路線の利用促進 ：アウトバウンド需要の掘起こし等による利用者の増

国際線プロモーション事業 【一部２月補正（経済対策等分）】

航空会社等と連携した国内外でのプロモーションの実施
ＭＹエアポートおかやま利用促進運動事業
専門コーディネーターによる県内企業・市町村教育委員会等へのビジネスや修学旅行での利用の働きかけ

空港の
受入機能強化

路線の
利便性向上

路線の
利用促進

ダイヤ
硬直化

利便性
低下

利用の
伸び鈍化

受入機能
不足

〇効果の高い受入機能強化
・ダイヤ調整の弾力性の向上
〇地元空港の利用促進
・既存路線の維持・拡充、ダイヤ改正、新規路線の開拓など利便性向上
・イン・アウト双方の需要を喚起する利用促進施策の展開

岡山桃太郎空港をより便利で快適な空港にするためには、受入機能の強化、利便性の向上、利用促進が必要

他空港との
競争力低下

航空ネットワーク維持・拡充事業

現 状 課 題

必 要 性

主な事業

新規

拡充

拡充
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部⼈権・男⼥共同参画課 

重点事業の名称 ⼥性活躍推進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 

Ⅰ 結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 
戦略プログラム 

３ 子育てと仕事の両⽴⽀援プログラム 
Ⅲ 地域を⽀える産業の振興 ５ 働く⼈応援プログラム 
Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 ９ ⽣きがい・元気づくり⽀援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・少子⾼齢化による労働⼈⼝の減少が進む中、あらゆる分野における⼥性活躍の推進が期待されている。 
・しかし、⽇本では、企業の⼥性登⽤は進んでおらず、令和７年に世界経済フォーラムが公表した⽇本の男⼥格差（ジェンダー・ギャップ）指数は148カ国中118位、Ｇ７の中

では最下位であるなど、諸外国に⽐べて⼥性活躍が⼤きく遅れている。 
・県が実施した「県内事業所の男性育休取得状況等に関する調査」では、令和７年度の⼥性の管理職登⽤率（⺠間企業・課⻑以上）は18.5％と、男性（81.5%）に⽐べて低い状

況にある。 
・また、本県においては、就職期である若者の都市圏への転出超過が著しい状況にある。 
【課題・必要性】 
・⼥性の管理職登⽤や⼥性活躍を進めるためには、企業や地域における意識啓発に加え、働く⼥性のキャリア形成⽀援や、男⼥ともに仕事と家庭の両⽴ができる職場環境づくり

等を進めていく必要がある。 
・⼥性の就労に関しては、⼥性が出産を機に非正規雇⽤化する「Ｌ字カーブ」が課題であり、⻑時間労働等を前提とした労働慣⾏や⼥性への家事・育児等の無償労働時間の偏り、

それらの根底にある固定的な性別役割分担意識の解消に向けた男⼥双⽅の意識改⾰や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に対する気付きの促進が必要である。 
・また、将来にわたり持続可能な地域社会を構築していくためには、若者・⼥性がさまざまなライフステージにあっても⾃分らしく⽣きていける魅⼒ある地域づくりとその発信

が必要である。 
・上記課題等に対応するため、現在策定中の第６次おかやまウィズプランに基づき、「男性にとっての男⼥共同参画の推進」や「政策・⽅針決定過程への⼥性の参画拡⼤」を図る

施策などを総合的に推進する必要がある。 

事
業
内
容 

 
１ ⼥性の職場等での活躍推進 
(１)⼥性のキャリア形成応援事業《4,134千円》 終期︓R8  

仕事と家庭の両⽴や⼥性特有の健康課題など⼥性がキャリアを築く上での課題解決に役⽴つオンライン講座を実施する。 
(２)新規⼥性管理職登⽤率向上対策事業《7,940千円》  

①企業で働く⼥性を応援するキャリアアップ講座《5,786千円》 終期︓R10 
企業等で働く⼥性に対し、キャリアステージに応じた連続講座や希望者向けのメンター派遣等を実施し、⼥性のキャリア意欲の向上やネットワーク構築等を図る。 

②経営層向けシンポジウム《2,154千円》 終期︓R10 
企業等での⼥性の育成・登⽤をテーマに専門家による基調講演や中小企業の経営者等が登壇するパネルディスカッションを実施し、⼥性活躍の気運を醸成する。 
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２ 働きやすい職場環境づくり 
“男性育休が当たり前な社会へ”男性育児休業取得等促進事業（再掲） 終期︓R8 

   企業等に対し、男性の育休取得期間に応じた奨励⾦を⽀給するとともに、男⼥がともに安心して子育てしながら働ける組織風⼟が醸成されるよう経営層や管理職等の意識啓発を図る
セミナーを実施する。 

 
３ 若者の県内での活躍推進 
  学生のキャリアデザイン講座（再掲） 終期︓R9  

    進路や就職先を検討している⼤学⽣に対して、⾃らのキャリアデザインを明確に描けるよう、県内事業所で活躍する⼥性管理職等（ロールモデル）との交流会を実施する。 
 

４ 県内全域での男⼥共同参画の推進 
⼥性活躍推進員の配置・地域啓発事業《3,738千円》 終期︓R9 

   県内全域で⼥性活躍の気運を醸成するため、⼥性活躍推進員（１名）をウィズセンターに配置し、出前講座の実施や市町村が希望する研修のコーディネート等、各地域での取組を⽀
援する。また、共通教材を作成し、講座内容の均質化を図る。 

 
５ 男性の家庭・地域での活躍推進 

 男性相談等の充実《504千円》 終期︓R9 
年々増加傾向にある家庭や介護等の悩みを抱える男性相談に対応するため、男性相談員による男性のための電話相談を実施する。（毎月第２・４⼟曜⽇） 

 

事
業
効
果 

・企業等で働く⼥性に対し、キャリアステージに応じた講座やメンター派遣等を実施することで、⼥性のキャリア形成や意欲の向上等が図られ、意思決定過程への⼥性の参画・⼥性管理職
の登⽤につながる。 

・企業や地域における意識啓発を⾏うことで、男⼥ともに安心して働ける職場環境づくりや、固定的な性別役割分担意識の解消・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）への気付
きの促進につながる。 

・進路や就職先を検討している学⽣に対し、県内で活躍する⼥性管理職等との交流会を実施することで、⾃らのキャリデザインを描くきっかけとなり、県内における若者・⼥性の活躍（定
着）につながる。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 
１(1)(2) ⽣き活き管理職における⼥性⽐率（⺠間企業／課⻑級以上） 18.5%(R7) 20.2%(R10) 1.7％ 
２ ⽣き活き 14⽇以上の男性の育児休業取得率 43.5%(R7) 50.4%(R10) 6.9％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 11,116 16,316 12,182 7,940  

財
源
内
訳 

国 庫 5,430 6,761 4,694 2,700  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 5,686 9,555 7,488 5,240  
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経営層向けシンポジウムとセミナー

リーダー
候補女性

管理職
女性

・リーダーシップ講座
・上司、部下とのコミュニケーション講座
・女性管理職等との交流会
・社外メンター派遣（※希望者のみのオプション）

・管理職に求められるコミュニケーション講座
・部下へのコーチング講座
・女性経営者等との交流会
・社外メンター派遣（※希望者のみのオプション）

働く女性のキャリア形成に関心がある方

・女性のキャリア形成応援事業

企業で働く女性を応援するキャリアアップ講座

新

シンポジウム

（中小企業での女性の育成・登用をテーマに基調講演）企業
・男性育児休業取得等促進事業（経営層向けセミナー）（再掲）

※2023国立社会保障・人口問題研究所推計

さ
ま
ざ
ま
な
意
見

が
あ
る
と
会
社
が

活
気
づ
く
な
あ
。

部
下
の
育
成
に

自
信
が
つ
い
た
わ
。

仕
事
と
私
生
活

両
立
で
き
そ
う
。

 ◆女性管理職登用率の向上 ◆男女が共に個性と能力を十分に発揮

できる社会づくり

◆女性の人材育成

◆経営層の意識改革

■日本の人口は、２０２０年（12,615万人）から２０５０年（10,469万人）にかけて約２,１５０万人減少
 生産活動を支える生産年齢人口は５９．５％から５２．９％となる見込み※
■あらゆる分野における女性活躍の推進が期待されているが、企業の女性登用は進んでいない。

生き活き指標
管理職における女性比率（民間企業）

１７．７％ → 20.2% 

新

新

女性活躍推進事業（女性管理職登用率向上対策事業）

現状・課題

必要性

事業内容

事業効果

女性人材を育て、意思決定過程への女性の参画、女性管理職の登用を一層進める。
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重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 教育庁生涯学習課 

重点事業の名称 ふるさと岡⼭還流促進の場整備事業－岡⼭県東京寮整備事業－ 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ５ 働く人応援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・公益財団法人岡⼭県育英会が設置している東京寮(県所有の土地を県育英会が賃借し建物設置)は、建築から50年余りが経過し、外装及び内装が著しく劣化している。 
（外装⇒剥離した外壁の周辺土地への落下、内装⇒床材の剥離、配管の悪臭の発生など） 
 
【課題・必要性】 
・撤去・改修いずれの⼿段とする場合も県育英会の⾃主財源のみで対応することは不可能であり、県の支援が必要な状況である。 
・⼥⼦学生の⼤学進学率が⾼まっている中で、本県からも⼀定数の若者・⼥性が進学を機に⾸都圏へ転出しているにも関わらず、本県関係の⼥⼦学生を対象とした在京県人寮は 

存在していないため、⺠間住宅等へ分散し、支援が⾏えていない状況である。 
 

事
業
内
容 

１ 新規ふるさと岡⼭還流促進の場整備事業－岡⼭県東京寮整備事業－《92,340千円》 終期︓R9 
   顕著に劣化している岡⼭県育英会東京寮を、⼀定のニーズがある⼥⼦寮として改修するための費用を、所有者である岡⼭県育英会に補助する。 
  （補助対象者）岡⼭県育英会、（補助内容）岡⼭県東京寮の外装⼯事・内装設計・⼯事に要する経費、（補助率）定額 

事
業
効
果 

・⼥⼦寮として改修することにより、本県⼥⼦学生の⾼等教育を受ける機会の確保につながることが期待できる。 
・県として推進する⼥性・若者の還流・定着対策関連事業を、効果的に投入する場として機能することが可能となることで、就職等を機に本県に還流する⼥性・若者の増加が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き本県出身の県外⼤学新卒者のUターン就職率 32.6%(R3年度-R6年度の平均) 35.5%(R10) 2.9% 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  92,340 198,290   

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債  69,100 144,500   
その他特定財源      
⼀ 般 財 源  23,240 53,790   
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部医療推進課 

重点事業の名称 救急安心センター事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム １ 保健医療充実プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・急な病気やけがをした時、直ちに救急車を呼ぶのがよいのか、救急病院に行くのがよいのか等の判断が難しく適切な受診につながっていないケースがある。 
・救急隊員の増員が困難な中、救急搬送件数が逓増傾向（令和2(2020)年77,465件→令和5(2023)年95,560件）にあり、軽症患者が45%を占めている。 

・重症以上傷病者のうち、医療機関に４回以上受入照会を行った割合が増加（令和元(2019)年2.9％→令和5(2023)年8.2％）し、現場での滞在が３０分以上の割合も増加（令和元(2019)

年3.4％→令和5(2023)年7.1％）するなど、救急搬送困難事例が発生している。 

・三次救急病院に救急搬送患者が集中し、空床が確保できず、新たな重篤患者の受入れが困難となる状況が発生している。 

・二次救急病院は、症状が安定し治療方針が示された患者の受入れは可能であるものの、重篤患者の受入れは困難である。 

・令和６(2024)年から医師の時間外労働に上限を設ける「医師の働き方改革」が開始されており、救急医療体制の維持が懸念されている。 

・令和7(2025)年11月時点で、県内９市町が救急安心センター事業を導入している。 

 

【課題・必要性】 
・病気やけがの際に、医療機関受診や救急車要請の判断に迷わないよう、専門家のアドバイスが求められている。 

・救急搬送及び救急病院の負担軽減を図るため、緊急性が乏しい軽症患者の受診の抑制など救急医療機関の受診の適正化を進める必要がある。 

・救急安心センター事業の県内市町村への広がりを踏まえ、事業効果を県内全域に波及させるためには、県が主体となり運用する必要がある。 

 

事
業
内
容 

１ 新規救急安心センター事業《33,571千円》 終期：R10 

救急医療機関の受診の適正化を進めるため、病気やけがの際、医療機関の受診の要否などについて電話で相談できる「救急安心センター事業」を、７月を目途に市町村の負担を求

めることなく実施する。 

 

 

 

事
業
効
果 

・病気やけがの際に、専門家からアドバイスを受けることにより、適切な受診行動につながる。 

・不要不急の救急車利用を抑制することで、救急搬送患者のうち軽症患者が占める割合の逓減を促進し、救急医療提供体制の確保が図れる。 

・二次、三次の救急病院が相互に連携し、個々の役割や機能を効果的・効率的に発揮することにより、「医師の働き方改革」に対応した持続可能な救急医療体制の構築につながる。 

 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  33,571 31,040 31,040  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  33,571 31,040 31,040  
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目指すべき姿

取 組

現状・課題

救急患者 救急病院救急搬送

１ 救急安心センター事業 (33,571千円)
救急医療機関の受診の適正化を進めるため、病気やけがの際、医療機関の受診の要否などについて専門家が電話でアドバイスする「救急安心センター事

業」を県内全域を対象に実施

○三次救急病院
救急搬送患者が集中
・空床確保できず、新たな重篤患者の受入が困難

○二次救急病院
・重篤患者の受入は困難
・症状が安定し治療方針が示された患者は受入可能

○令和６(2024)年に「医師の働き方改革」が開始され
ている

○救急搬送困難事例が増加傾向

二次、三次の救急病院が相互に連携し、個々の役割や機能を効果的・効率的に発揮することにより、「医師の働き方改革」に対応した持続可能な救急医療
体制の構築を目指す。

○急な病気やけがをした時、直ちに救急車を呼ぶのがよ
いのか、救急病院に行くのがよいのか等の判断が難し
く専門家のアドバイスがあれば、救急病院の適正受診
につながる

岡山県内の救急搬送人員数 (単位：人)

救急安心センター事業

0

5

10

2019 2020 2021 2022 2023

県 国

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

軽症 軽症以外

0

10

20

2019 2020 2021 2022 2023

県 国

重症以上傷病者のうち、現場で

の滞在が30分以上の件数が占

める割合(単位：％) 

○救急搬送人員は逓増傾向にあり軽症患者が４５％を
占める

重症以上傷病者のうち、医療

機関に４回以上受入照会を

行った件数が占める割合(単

位：％) 
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部健康推進課 

重点事業の名称 安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療） 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム １ 保健医療充実プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・患者の特性等から、歯科治療に対して過度な恐怖心や強い不安がある場合、歯科治療時に本人の協力を得られにくい場合など、一般の歯科診療所では対応困難な患者に対して、

不安を和らげる安全安心な歯科医療として、スペシャルニーズ歯科医療提供体制の整備が求められており、本県の体制は他県と比べ必ずしも十分ではない。 
・8020達成者（80歳で20本以上の歯が残っている者）が6割を超えるようになり、高齢化に伴って増加する、「多くの歯を有する認知症患者」への歯科医療対応が求められて

いる。 
・スペシャルニーズ歯科医療は、高い専門性と特殊な医療設備を要する。特に全身麻酔下での歯科治療が可能なのは、県内では岡山大学病院のみであり、約７か月待ちの状況のた

め、隣県で治療を受けざるを得ない者も多数存在している。 
・全身麻酔以外の口腔ケア等の治療も平均２か月待ちの状況である。 
 
  ＜スペシャルニーズ歯科医療の主な対象者＞ 

・歯科治療に対して、過度な恐怖心や強い不安で治療が難しい子ども等 
・嘔吐反射が強い者 
・認知症、発達障害、知的障害などでコミュニケーションが難しい者 
・運動や姿勢の制御が困難な者 
・心疾患や呼吸器疾患など医学的管理が必要な者 等 

 

【課題】 
・スペシャルニーズ歯科医療には、通常の歯科治療に比べて、多くの人手と時間、設備が必要なため、対応施設が不足している。 
・現状では、様々な理由により全身麻酔管理下等の歯科治療を必要とする治療ニーズは、本県において年間850件程度あると推計されるが、県内唯一の対応機関である岡山大学

病院では、現状年間450件程度の対応にとどまっている。岡山大学病院では全身麻酔器等の医療機器はすでに整備されているが、治療にあたる高度なスキルを持つ歯科医師が
少なく、医療を提供する専門人材の確保が課題である。 

・また、地域で開業している歯科医院の多くは、スペシャルニーズ歯科に対応しておらず、その育成が求められている。 
 
【必要性】 
・不安の強い方、障害のある方、高齢者をはじめ、スペシャルニーズを有する者は、症状を訴えることが困難なため、口腔疾患のリスクが高い。放置すると重篤な全身疾患に繋が

る可能性があり、対応の必要性は極めて高い。 
・他県等の遠方での受診は、医療的ケア児などの移動に医療機器や頻回の吸引等の生活援助行為が必要な患者や、その家族にとって負担が大きく、身近な地域で安全安心に歯科

医療を受けられる歯科医療提供体制の整備が必要である。 
・現在の待機患者の減少と今後増加するスペシャルニーズ治療の増加に備え、専門人材の確保と育成を行う必要がある。 
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事
業
内
容 

１ 新規安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療）《8,882千円》 終期：R10 

(１) 全身麻酔等の高度歯科医療提供《6,807千円》   

スペシャルニーズを有する患者が安全安心に歯科医療を受けられる歯科医療提供体制を推進するため、治療機器の整備された岡山大学病院に、障害者歯科医・歯科麻酔科医等の人

材を確保し、全身麻酔等の高度な歯科診療を実施する。 

(２)スペシャルニーズ歯科医療推進連絡会議《436千円》  

スペシャルニーズ歯科医療提供体制の構築を推進するため、連絡会議を設置し、福祉、学校等の関係者も交え、現状評価、地域の実情を踏まえた取組について、協議・検討を行う。 

(３)スペシャルニーズ歯科医療従事者研修会・育成事業《1,639千円》  

全身麻酔等の高度なスキルを必要とするスペシャルニーズ歯科に従事する医療者の資質向上のため、研修会を実施して対応できる人材を育成する。 

 

事
業
効
果 

・スペシャルニーズを有し通常の歯科診療所での対応が困難なために、歯科治療が受けられず長期待機している県内の患者に対し、全身麻酔等の歯科医療機器が整備されている岡山大学病

院に、専門的な知識・技術を有する歯科医師等を確保し、専門性の高い歯科医療を提供することにより、７カ月待機している現状に比べ、待機延長に歯止めをかけ、待機期間が減少し、

誰もが安全安心な歯科医療が受けられるようになる。 

・県内の歯科専門職に対し、資質向上の研修会を実施して人材育成を行うことで、スペシャルニーズの持続可能な歯科医療提供体制の構築につながる。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  8,882 8,882 8,882  

財
源
内
訳 

国 庫  2,075 2,075 2,075  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  6,807 6,807 6,807  
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現 状

【新規】安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療）

課 題

⚫歯科治療に対して、過度な恐怖心や強い不
安で治療が難しい子ども

⚫認知症、発達障害、知的障害などでコミュ
ニケーションが難しい者

⚫運動や姿勢の制御が困難な者 等

スペシャルニーズを有する児・者

⚫全身麻酔下での歯科治療が可能なのは、県内では岡大
１施設のみで、７か月待ち（現状70人程度が待機）

⚫県外で治療を受けるものも多数存在
（年間数十人と推計）

⚫全身麻酔以外の口腔ケア等の治療も、平均２か月待ち

事業内容

◎ 全身麻酔等の高度歯科医療提供【6,807千円】

・福祉等の関係者も交え、現状評価、地域の実情を踏まえた取組について、協議・

検討を行う

◎ スペシャルニーズ歯科医療推進連絡会議【436千円】

◎ スペシャルニーズ歯科医療従事者研修会・育成事業【1,639千円】

・全身麻酔機器等の整備された岡山大学病院に、岡山市と連携し、障害者歯科医・

歯科麻酔科医等の人材を確保し、全身麻酔等の高度な歯科診療を実施する

・スペシャルニーズ歯科に従事する医療者の資質向上の研修会
・スペシャルニーズ対応歯科医の育成

目指すべき姿 ★ 不安を和らげる歯科医療提供体制が整備される
★ だれもが安全安心な歯科医療を受けられるようになる

大学病院等

口腔保健センター等

不安を和らげる歯科医療提供体制（委託・寄付講座等）の構築・口腔保健センター設置に関する協議
（県、岡山市、岡山大学病院、県歯科医師会、岡山市歯科医師会で構成）

事業のスキーム

スペシャルニーズを有する児・者

目 的 スペシャルニーズを有し、通常の歯科診療所で
の対応が困難な患者に対し、全身麻酔等に対応
可能な歯科医療提供体制を整備し、誰もが安全
安心に歯科医療が受けられるようにすること。

・定期健診、幼少期からの
フッ化物応用などの予防
・歯科へ慣れるトレーニング
・継続管理 等

・地域の人材育成
・トレーニング、
メンテナンス
・専門治療 等

◆症状を訴えることが困難で、歯科疾患の発症や重症化リスクが高い
◆多くの人手、時間、設備が必要なため、診療報酬で賄えない

⚫ 対応できる歯科医療機関の不足
⚫ 専門的人材の不足

*令和5(2023)年度県内治療数 延13,000件

・全身麻酔等の
高度歯科医療

地域の歯科診療所

県・市等からの支援

1次医療機関

２次医療機関

人材を確保し、スペシャルニーズ歯科医療を実施 ⇒ 治療待機縮減を図る

岡山大学病院へ人材雇用を補助

⚫ 口腔保健センター* 設置に向けた環境整備

⚫ 不安を和らげる歯科医療提供体制の強化

*歯科医師会等が中心となり、主にスペシャルニーズを
有する患者の歯科医療を担う機関

◆ 幼児期からの口腔ケア啓発
◆ 市中のスペシャルニーズ協力歯科医の育成

R8(2026)年度 R9(2027)年度 R10(2028)年度 R11(2029)年度以降

「目指すべき姿」
の実現へ

３次医療機関
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2019 1

2020 1
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部健康推進課 

重点事業の名称 ギャンブル等依存症対策推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ２ 福祉サービス推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・依存症とはアルコールやギャンブルなどの特定の物質や行為を習慣的に繰り返すうちに「やめたくても、やめられない」状態になる病気で、ギャンブル等依存症はギャンブル等

にのめり込むことにより、本人及びその家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるのみならず、多重債務や犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合がある。 
・各公営競技（競馬、競輪等）におけるインターネット投票の割合は、令和５(2023)事業年度実績で、売上の約８～９割となっている。 
・ギャンブル等依存症者数（推計）は、国が令和５(2023)年度に実施した調査結果から推計すると、県内に約 24 千人いるとされる一方で、県内のギャンブル等依存症の精神科

外来患者数は、令和3(2021)年実績で132人となっている。 
・岡山県精神科医療センターや精神保健福祉センター（県・岡山市）等で行われているギャンブル等依存症に係る回復支援プログラムの参加者数は、令和5(2023)年度実績で129

人となっている。 
・県内のギャンブル等依存症の専門医療機関は、岡山県精神科医療センター１機関のみである。 
・ギャンブル等依存症の家族会等の民間支援団体が実施する定例会等への参加者数は、令和6(2024)年度実績で524人となっている。 
・令和7(2025)年7月に岡山県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定した。 
 

【課題・必要性】 
・ギャンブル等依存症とはどのような病気かといった正しい知識が普及しておらず、のめり込み防止や発症予防ができていない。また、本人及びその家族が問題の深刻さを認識

できず、支援に関する情報を得にくい。 
・公営競技のオンライン化が進み、違法なオンラインカジノが身近な危険となるなど、スマートフォン一つでいつでもどこでもできることから、若年層も容易にギャンブルに接

しうる環境となっている。 
・医療機関や相談支援の資源が十分でないため、多数存在すると考えられる潜在的な患者の受け皿となる医療機関等を充実させる必要がある。 
・自助グループや民間支援団体は、治療継続や社会復帰に向かうための身近な支援の担い手であるものの、その活動があまり知られておらず、関係機関は情報共有や連携を行い、

本人及びその家族が適切な支援を受けることができる体制を整備する必要がある。 
・県ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、各関係機関が施策等を互いに連携協力して実施する必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 新規ギャンブル等依存症対策推進事業《3,477千円》 終期：R10 
(１)若年層への普及啓発事業《1,562千円》 

・若年層とギャンブル等の関わりはあまり認識されておらず、大学、短大、専門学校等（以下、大学等という。）での普及啓発活動を行うには、まずは大学等関係者への理解 

   促進を図る必要があるため、大学等関係者への聞き取りを行う。また、学生へもアンケートを実施し、現状を把握する。 

・大学等関係者・学生への聞き取り等を基に、大学等に委託して学生による啓発動画を作成する。 

・啓発動画を活用して、大学等において様々な機会を捉えて出前講座（現地開催、オンライン等）を実施する。また、出前講座ではギャンブル等依存症の本人や家族による体 

   験談を発表する機会も設ける。 
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(２)回復支援プログラム実施支援事業《1,431千円》 

・ギャンブル等依存症の専門医療機関は県内に1機関しかなく、依存症医療の均てん化を図るため、専門医療機関以外の精神科医療機関に委託して、治療や回復支援プログ 

ラムが受けられる体制整備づくりをモデル的に実施する。将来的には、専門医療機関としての認定を目指す。 

 

(３)受診後の患者支援事業《484千円》 

・依存症治療拠点機関がこれまでに培った県内の依存症治療支援のネットワークや治療支援技術の質の担保をもとに、それらを活用した患者支援の方法を広めるため、認知行動療法 

 を取り入れた新たな自助グループ（ギャンブル等を中心とした依存症を対象）の立ち上げや、ギャンブル等依存症に関する、自助グループや債務整理の方法、オンラインによる 

ギャンブルのアクセス制限の方法などを網羅した患者向けテキストの作成を行う。 

 

事
業
効
果 

・従来の情報提供施策（パネル展示、パンフレットの配布等）に加え、若年層に対し普及啓発活動を実施することで、正しい知識が若年層にも普及し、ギャンブル等依存症になるリスクの

発生抑制が期待できる。 

・専門医療機関以外の精神科医療機関で回復支援プログラム等の実施に必要な立ち上げ支援や、新たな自助グループの立ち上げ支援を行うことで、現在の医療機関・自助グループ等の体制

と比べ、受診者数、回復支援プログラム・自助グループ等への参加者数が増え、回復・社会復帰のための支援につながる人の増加が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  3,477 3,803 3,803  

財
源
内
訳 

国 庫  1,738 1,901 1,901  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  1,739 1,902 1,902  
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事業内容

〇回復、社会復帰するための社会づくり
３ 受診後の患者支援事業【484千円】
・認知行動療法を取り入れた新たな自助グループ（ギャンブル等を中心とした依存症
を対象）の立ち上げ

・ギャンブル等依存症に関する、自助グループや債務整理の方法、オンラインによる
ギャンブルのアクセス制限の方法などを網羅した患者向けテキストの作成

〇正しい知識の普及啓発及び不適切なギャンブル等の防止
１ 若年層への普及啓発事業【1,562千円】
・大学生等に対して、ギャンブル等や依存症に関するアンケートの実施
・大学生等による啓発動画の作成
・大学等において様々な機会を捉えた出前講座やパネル展示の実施
・大学等へのパンフレット配布

〇医療体制の整備と連携の促進
２ 回復支援プログラム実施支援事業【1,431千円】
・依存症医療の均てん化のため、専門医療機関以外の医療機関で、治療や回復支援
プログラムが受けられる体制整備づくりをモデル的に実施

〇関係機関による連携協力体制の構築
・岡山県ギャンブル等依存症対策連携会議の開催等

発生予防
（１次予防）

早期社会復
帰・再発予防
（３次予防）

早期発見
・早期対応
（２次予防）

基盤整備

ギャンブル等依存症対策推進事業

○ギャンブル等にのめり込むことにより、本人及びその家族の日常生活や社会生活
に支障を生じさせるのみならず、多重債務や犯罪等の重大な社会問題を生じさせ
る場合がある。

○ギャンブル等依存症とはどのような病気かといった正しい知識が普及しておらず、
本人及びその家族が問題の深刻さを認識しにくく、支援に関する情報を得にくい。

○医療機関や相談支援の資源が十分でない。

現状・課題 ■ギャンブル等依存症者数（推計）■
県内で約24千人（国が令和５(2023)年度に実施した調査

結果から推計）
■ギャンブル等依存症に係る回復支援プログラムの参加者数■
129人（令和５(2023)年度）

■全国の公営競技の状況■
売上の８～９割をインターネット投票が占めている。

病
気
の
発
症
、
進
行
、
再
発
の
各
段
階
に
応
じ
た
対
策
を
実
施

精神障害の有無や
程度に関わらず、誰
もが日常生活圏域を
基本として、安心して
暮らすことができる
社会の実現

「精神障害にも対
応した地域包括
ケアシステム」の

推進
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 重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部障害福祉課 

重点事業の名称 強度行動障害のある人の安心生活のための基盤整備推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ２ 福祉サービス推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 

・県内の強度行動障害のある人：388人（令和元(2019)年度調査） 

・強度行動障害とは、混乱や不安を感じていても言葉ではうまく表現できず、自傷や他害行為等が通常考えられない頻度と形式で出現している状態であり、個々の障害特性を踏

まえて機能的なアセスメントを行い、強度行動障害を引き起こしている環境要因を調整する「標準的な支援」を行うことが求められている。 

・強度行動障害に対応できる専門的な知識とスキルを持つ人材が不足しており、受け入れて適切に支援できる障害福祉サービス等事業所が限られている。 

・特定の事業所や支援者だけで支えるには限界があり、地域の中で複数の事業所、関係機関が連携して支援を行う体制の構築が求められている。 

・事業所における強度行動障害を有する人への支援の中心的な役割を果たす「中核的人材」を養成する研修について、令和９(2027)年度から都道府県が実施主体となる予定であ

る。 

【課題・必要性】 

・支援者養成研修による支援者全体のスキルアップとともに、中核的人材養成研修を通じた事業所の中核となる人材の育成が必要である。 

・特定の支援者だけで対応するのではなく、各事業所において標準的な支援を進めていくため、支援現場に専門家を派遣し、事業所の支援力の強化を促進していく必要がある。  

・医療、福祉、教育など、関係機関が密に連携することで、乳幼児期、学齢期、成人期にいたるライフステージを通じた切れ目のない支援体制を構築していく必要がある。 

・強度行動障害に関する正しい知識や適切な支援方法を、支援者だけでなく地域住民等にも広く周知し、理解を深めていく必要がある。 

事
業
内
容 

１ 標準的な支援の普及・定着《2,550千円》 
(１) 強度行動障害支援者養成研修《1,028千円》 終期：なし 

強度行動障害のある人に対する適切な支援を行う者を養成する法定研修（基礎研修・実践研修）を実施する。 

 

(２) 新規強度行動障害支援人材連携ネットワーク事業《1,522千円》 終期：R10 

強度行動障害支援の中心的な役割を果たす中核的人材の養成や、支援人材の育成に関わるコアメンバー等を対象とした理解促進研修を実施する。 

また、支援に係る情報共有や研修実施体制の充実のため、中核的人材や広域的支援人材等のネットワークを構築する。 

 

２ 強度行動障害への理解促進  
強度行動障害への理解促進事業《300千円》 終期：R10 

強度行動障害のある人の理解促進を図るため、県民や関係者を対象としたシンポジウム等を開催する。 
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3 困難群に対する支援  
 拡充強度行動障害に係る機関コンサルテーション推進事業《6,608千円》 終期：R10 

・強度行動障害に係る対応や支援方法について困っている事業所等からの相談・助言を行う窓口を設置する。 

   ・施設や病院、学校、保護者等からの依頼に応じて、各分野の専門家（スーパーバイザー）を派遣し、ケース検討、環境整備等に関する具体的な助言などを実施する。 

・相談等を通じて把握したケースについて、適切な支援（集中的支援や本事業によるコンサルテーション等）に方向付けするとともに、集中的支援を実施する場合の関係機関との調

整を行う。  

事
業
効
果 

・強度行動障害のある人を適切に支援できる専門人材の育成や、事業所等の支援力向上を図る取組により、支援方法の質が高まり、対象者の行動特性に応じた適切な支援や生活環境の調整

を図ることで、本人の生活の安定とＱＯＬ（生活の質）の向上につながる。 

・強度行動障害のある人を支援できる人材を県内各地域で育成することで、地域ごとの支援格差を是正し、県全体として支援体制の底上げを図ることができる。 

・シンポジウム等の開催を通じて、強度行動障害に対する正しい理解と支援の重要性を広く共有し、地域全体で共に支える意識を高めることで、地域での共生に向けた受入れ基盤の形成に

寄与する。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1(2) 中核的人材養成研修修了者数 9人(R7) 55人(R10) 46人 

3 スーパーバイザーの派遣コンサルテーション件数 14件(R6) 50件(R8～R10累計) 36件 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 8,628 9,458  11,877 11,877   

財
源
内
訳 

国 庫 4,314 3,968  5,295 5,295   

起 債       

その他特定財源 514        

一 般 財 源 3,800 5,490  6,582 6,582   
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強度行動障害のある人の安心生活のための基盤整備推進事業

■強度行動障害支援者養成研修 【H27～】

現状・課題・必要性

■強度行動障害に係る機関コンサルテーション推進事業 【拡充】

標準的な支援の普及・定着 ＜人材育成＞ 困難群に対する支援 ＜機関コンサル＞

・ 対応や支援方法について困っている事業所等からの相談助言を行う窓口を設置

・ 施設や病院、学校等からの依頼に応じて、各分野の専門家（スーパーバイザー）を派遣

・ 集中的支援（法定給付）を実施する場合の関係機関との調整 【拡充】

・ 利用者の状態が悪化し、現状の障害福祉サービス等の利用や生活
維持が困難になった場合、「支援推進チーム会議」による検討

・ 強度行動障害のある人に対する適切な支援を行う者を養成する法定研修（基礎
研修・実践研修）を実施

■強度行動障害支援人材連携ネットワーク事業 【新規】

・ 中核的人材の養成や支援人材の育成に関わるコアメンバーへの研修実施

・ 支援に係る情報共有や研修実施体制の充実のため、中核的人材や広域的支援
人材等のネットワークを構築

・ 強度行動障害のある人の理解促進を図るため、県民や関係者を対象としたシンポ
ジウム等を開催

■強度行動障害への理解促進事業

「強度行動障害」とは、混乱や不安を感じていても言葉ではうまく表現できず、自傷や他害行為等が通常考えられない頻度と形式で出現している状態をいう。

○ 強度行動障害を有する児者の支援においては、特定の事業所や支援者だけで支えるには限界があるため、地域の複数事業所等が連携して支援を行う体制の構築が必要

○ 事業所における支援の中心的な役割を果たす人材（中核的人材）を中心に、強度行動障害を引き起こしている環境要因を適切に調整することが必要（標準的な支援）

○ 適切に支援を行うことができる人材を計画的に育成していくことが必要

強度行動障害への理解促進

連携 コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

補助役

コンサルテーションチーム

スーパーバイザー・ 強行支援に関する相談窓口
・ SV派遣・コンサルテーション事業調整
・ 集中的支援の実施調整

おかやま発達障害者支援センター

教育機関
（特別支援学校等）

医療機関
（精神科医療センター等）

支援体制の強化

【 1,028千円】

【 1,522千円】

【 300千円】

【 6,608千円】■強度行動障害支援者養成研修

強度行動障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現

障害福祉サービス(児・者）事業所

集中的支援

関
係
機
関
と
の
調
整
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部障害福祉課 

重点事業の名称 医療的ケア児等と家族の安心生活サポート事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ３ 子ども・若者支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・県内の医療的ケア児数：395人（令和７(2025)年９月調査) 
・医療的ケア児支援法（令和３(2021)年９月施行）に基づき、医療的ケア児及びその家族等に対する総合的な窓口として「岡山県医療的ケア児支援センター」を令和４(2022)年

４月に設置し、各種相談や助言、情報提供等を行っている。 
・医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）を抱える家族の負担は大きく、慢性的な睡眠不足や自身の外出困難、通園・通学の困難さなど、精神的・身体的・経済的負担が大き

い。 
・医療的ケア児等が、地域で安心して生活できるよう、保健、医療、福祉、保育、教育など、様々な分野の関係機関と連携し、必要な支援を総合的に調整する役割を担う者（医療

的ケア児等コーディネーター）を、毎年度養成している。（平成29(2017)年度～令和６(2024)年度研修修了者351名） 
・平成26(2014)年度から開始した短期入所サービス拡大促進事業の利用は年々伸びているが、対応できる職員不足等により受入可能な施設数は伸び悩んでいる。 

【課題・必要性】 
・医療的ケア児等を抱える家族の負担軽減を図るレスパイトサービス（短期入所）に加え、日中におけるサービス提供の充実が必要である。 
・レスパイトサービス（短期入所）等の提供には、受入先において専門的な知識・技術が必要であることから、支援を行う人材の確保・育成が必要である。 
・岡山県医療的ケア児支援センターと連携し、地域での支援の窓口となる医療的ケア児等コーディネーターの養成及び資質向上を図る必要がある。 

事
業
内
容 

１ 医療的ケア児及びその家族等の日常生活における支援《25,424 千円》 
(１) 短期入所サービス拡大促進事業《19,424 千円》 終期：R10 

医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）を受け入れた短期入所サービス事業者に対し、利用日数に応じて補助する市町村へ助成する。 

（補助対象者）市町村（政令市を除く） （補助率）1/2 

 

(２) 短期入所事業所開設等支援事業《6,000千円》 終期：R10 

①短期入所事業所分《4,000千円》 

 医療的ケア児等を受け入れようとする短期入所事業所（当該事業所を新たに設置しようとする者を含む）に対し、施設改修（小規模修繕に限る）に要する経費を補助する。 

（補助率）1/2 （上限額）2,000千円    

        

②新規障害児通所支援事業所分《2,000千円》 

     医療的ケア児の受入れが可能な障害児通所支援サービスを開始・拡充する事業所に対し、必要な設備整備及び備品購入等に要する経費を補助する。 

  （補助率）1/2 （上限額）1,000千円 
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２ 医療的ケア児等に対応できる専門人材の育成と確保 
医療的ケア児等支援者養成事業《2,656千円》 終期：R10 

①医療的ケア児等コーディネーター・支援者養成研修事業《1,556千円》  

医療的ケア児等の支援を総合調整する者 （コーディネーター）や事業所等で直接支援する者を養成する。（法定研修） 

 

②医療的ケア児等コーディネーター資質向上研修《400千円》               

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者の資質向上のためのフォローアップ研修を実施する。 

 

③医療的ケア児等短期入所サービスケア実習事業《275千円》  

医療的ケアに従事する看護職員や介護職員を対象に、医療的ケア児等の受入れに必要な知識・技術の向上を図るため、現場における実習を実施する。 

 

④障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業《425千円》  

障害者支援施設等の現任職員の喀痰吸引等研修受講（１号・２号研修に限る）に要する経費を補助する。 

事
業
効
果 

・県内に居住する医療的ケア児等を抱える家族に対し、短期入所サービスなどのレスパイトケアを充実させることで、家族の精神的・身体的・経済的負担の軽減、生活の安定、医療的ケア

児のＱＯＬ（生活の質）の向上及び健やかな成長の促進につながる。 

・医療的ケア児等支援者の養成及び資質向上に向けた取組は、専門人材の不足や地域における支援資源の偏在といった現状の課題を補い、地域における相談支援体制や支援ネットワークの

充実につながる。 

・岡山県医療的ケア児支援センターを核とした相談支援、情報提供、多機関連携の推進により、医療的ケア児等及びその家族への包括的支援を実現するとともに、地域の理解促進と共生社

会の実現につながる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ 医療的ケア児を受入可能な事業所数 238事業所(R6) 280事業所(R10) 42事業所 

２① 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 351人(R6） 550人(R10） 199人 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 24,880  28,080  28,080 28,080    

財
源
内
訳 

国 庫 1,688  1,115  1,115  1,115    

起 債      

その他特定財源 7,864  5,403  5,403  5,403    

一 般 財 源 15,328  21,562  21,562  21,562    
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医療的ケア児等と家族の安心生活サポート事業

・ 医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）による短期入所の利用日数に応じて
事業所へ補助する市町村への助成 （政令市を除く）

〇補助率：１／２

■短期入所サービス拡大促進事業

現状・課題・必要性

・医療的ケア児等支援法（令和3(2021)年9月施行）に基づき、医療的ケア児及びその家族等に対する総合的な窓口として「岡山県医療的ケア児支援センター」を令和４(2022)年４月に
設置し、各種相談や助言、情報提供等を行っている。

・医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）を抱える家族の負担は大きく、慢性的な睡眠不足や自身の外出困難、通園・通学の困難さなど、精神的・身体的・経済的負担が大きい。

・在宅で医療的ケア児等の子育てや介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児支援センターによる相談支援や支援者養成を進めるとともに、医療的ケア児等を一時的に
預かる環境を整備していく必要がある。

①医療的ケア児等コーディネーター・支援者養成研修事業

・ 医療的ケア児等の支援を総合調整する者 （コーディネーター）や事業所
等で直接支援する者を養成（法定研修）

②医療的ケア児等コーディネーター資質向上研修

・ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者の資質向上のための
フォローアップ研修を実施

③医療的ケア児等短期入所サービスケア実習事業

・ 医療的ケアに従事する看護職員等の資質向上を図るため、現場におけ
る実習を実施

④障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業

・ 障害者支援施設等の現任職員の喀痰吸引等研修受講（１号・２号研修
に限る）に要する経費の補助

■医療的ケア児等支援者養成事業

医
療
的
ケ
ア
児
等
の
健
や
か
な
成
長
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
家
族
の
負
担
を
軽
減

日常生活における支援 専門人材の育成と確保

【 1,556千円】

【 275千円】

【 400千円】

【 425千円】

①短期入所事業所分

・ 医療的ケア児等を受け入れようとする短期入所事業所（当該事業所を新たに設置
しようとする者を含む）に対し、施設改修（小規模修繕に限る）に要する経費を補助

○補助率： １／２ ○上限額： ２，０００千円

②障害児通所支援事業所分 【新規】

・ 医療的ケア児の受入れが可能な障害児通所支援サービスを開始・拡充する事業
所に対し、必要な設備整備及び備品購入等に要する経費を補助

○補助率： １／２ ○上限額： １，０００千円

■短期入所事業所開設等支援事業

【 19,424千円】

＜短期入所の利用＞
・ 医療型：１人１日の利用につき １０，０００円

・ 福祉型：１人１日の利用につき ７，９００円

＜緊急時の受入れの場合＞
・ 医療型・福祉型： １人１回の利用につき ７，０００円

補
助
基
準
額

【 4,000千円】

【 2,000千円】
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 知事直轄危機管理課 

重点事業の名称 防災訓練事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ４ 防災対策強化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・近年、我が国では豪雨災害が激甚化・頻発化し、各地で甚大な被害が発生している。また、南海トラフ地震が今後３０年以内に発生する確率は高いと考えられており、本県

においても、発災時には多くの被害が発生すると予想される。 
・本県では平成３０年７月豪雨を経験しているが、年月の経過とともに職員の世代交代が進み、災害対応を行った経験を持つ職員は減少している。このことから、災害対応の実践

的なノウハウが継承されない場合、今後の災害対応においては被災現場などで混乱が生じるおそれがある。 
・本県においては、市町村、警察、消防本部等と連携しながら水害や地震を想定した図上訓練や実動訓練を実施しており、平成３０年７月豪雨や全国で発生した過去の災害から生

じた教訓・課題を訓練シナリオに取り入れ、情報収集の方法や災害対応手順の確認とともに、検証を行うことで災害対応力の向上を図っている。 

【課題・必要性】 
・大規模災害発生後には、膨大な災害対応業務が生じるため、組織を挙げた対応が必要となるが、災害対応の経験が不足している場合、災害の応急対策や復旧対策に支障を来す可

能性がある。 
・近年、多様化・複雑化・激甚化する災害への対応力を確保するため、防災・危機管理行政の高度化・専門化が課題となっており、各分野に知見のある防災関係機関、民間事業者

などの関係機関と平時から訓練を通して連携を確認することが非常に重要である。 
・本県は過去に大規模な災害が少ないため、防災意識の向上を図る必要がある。 

事
業
内
容 

 
１ 防災訓練事業（水害対応訓練、地震対応訓練、総合防災訓練）《 11,620千円 》  

(１)拡充水害訓練対応事業《5,303千円》 終期：R10  

   防災訓練のコントローラー（進行管理及び状況付与）について専門家の協力を得ることで、県や市町村の防災関係職員を全員プレイヤーとして訓練に参加させ、職員の災害対応力を

高める。また、河川氾濫や土砂災害への対応など、より現実的なシナリオに基づく応急方法の確認を行う。さらに、県民局からのリエゾン（情報連絡員）派遣により被災市町村の情報

収集にあたるとともに、県の中堅幹部職員も市町村へ派遣し、災害時における県・市町村間の連携強化を図る。併せて、情報収集・伝達手段、災害対策本部の運営手順の確認や、県庁

に派遣される防災関係機関等のリエゾンと連携した初動判断・支援要請などの水害発生時における応急対応能力の向上も図る。（共催市町村：2団体） 

(２)拡充地震訓練対応事業《2,892千円》 終期：R10 

   防災訓練のコントローラーについて専門家の協力を得ることで、県や市町村の防災関係職員を全員プレイヤーとして訓練に参加させ、職員の災害対応力を高める。また、災害対策本

部の運営とは別に、受援調整部の設置訓練を同日に行うことで、応援部隊の受入れ能力の向上を図る。また、県の中堅幹部職員を被災市町村へ派遣し、災害時の県・市町村間の連携強

化や、防災関係機関等のリエゾンとの連携、発災直後から生活再建に向けた復旧・復興体制への移行に向けた手順も確認し、地震発生時における応急対応能力の向上を図る。 

(３)総合防災訓練対応事業《３,425千円》 終期：R10 

   県、市町村、防災関係機関及び地域住民等が一体となって、大規模地震の発生等を想定した災害応急訓練を実施する。具体的には、県、警察、消防、自衛隊などの防災関係機関によ

る被災者の救出・救護訓練、市、NPO・ボランティア、地域住民による避難所運営訓練、さらに防災関係機関による防災展示などを行う。 

事
業
効
果 

・防災訓練を通して市町村や防災関係機関と連携し、災害対応手順を確認することで、効果的な災害対応が実現する。 

・図上訓練を行うことで、低コストかつ安全に短時間で、実災害を想定した応急対応手順や防災関係機関との連携等を確認することができる。 

・県、市町村、防災関係機関及び地域住民等が一体となった実践的な実動訓練を実施することにより、総合的な災害対応力の向上及び県民の防災意識の高揚を図ることができる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 8,927 11,620 11,620 11,620  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 8,927 11,620 11,620 11,620  
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重 点 事 業 調 書  
担当部局・課名 県⺠⽣活部くらし安全安心課 

重点事業の名称 SNS型投資・ロマンス詐欺等被害防止対策事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ５ 暮らしの安全推進プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和７年１⽉から11⽉までの県内の特殊詐欺被害額は約11億円に達し、前年同期⽐で２倍以上に急増している。 
・また、ＳＮＳ等を通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、指定した預貯⾦⼝座への振込みなどの⽅法により⾦銭等をだまし取るＳＮＳ型投資・

ロマンス詐欺が急増しており、同時期におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の県内の被害額は約15億円と、特殊詐欺を上回る危機的な状況となっている。 
 
 
【課題・必要性】 
・詐欺の⼿⼝は年々巧妙化・多様化しており、従来の啓発内容では対応し切れず、被害が依然として多発している。 
・令和７年度から、AI を搭載した仮想体験ツールを用いた専用端末の貸出事業を実施しており、体験による啓発効果は確認されているものの、貸出可能な端末数や体験機会が限

られるため、より多くの人に効果を波及させるという点では、啓発効果には限界がある。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充被害仮想体験ツールによる詐欺被害防止啓発事業《1,021千円》 終期︓R９ 
・専用端末により、防犯講習会等で参加者が、犯人役のＡＩとＳＮＳ上で交信し、投資などへ誘導する詐欺の⼿⼝を実際に体験することで、参加者の危険予知・被害回避能

⼒の向上を図る。 
・ＡＩや専用端末を使用せず、誰でも自身のスマートフォンで簡単に詐欺の⼿⼝を体験できるツールを導入し、市町村や警察署等で実施する防犯講習会等において、常時体

験できる環境を整備する。 
 
２ 被害者層へのＳＮＳ等ターゲティング広告の配信《1,000千円》 終期︓R９ 

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺等の被害者層を対象に、YouTube等を通じて被害防止広告を集中的に配信する。 
 
３ 被害防止懸賞クイズの実施 《1,199千円》 終期︓R９ 
  家族等で被害防止について考える機会を創出することで身近な人を守る気運の醸成を図るため、新聞に詐欺に関する懸賞クイズ広告を掲載する。 
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事
業
効
果 

・被害仮想体験ツールにより、防犯講習会等の参加者は、⼿⼝を体験しながら被害回避能⼒を向上できる。 
・自分のスマートフォンで体験できるツールの導入により、県全域における防犯講習会等の啓発レベルの向上に加え、家族等の二次体験等による体験者の大幅増加により、県全

体の防犯⼒の向上が期待できる。 
・被害防止広報については、SNS 等による被害者層へのターゲティング広告により必要な情報を効果的に提供するとともに、新聞広告を併用することで全県⺠を対象とした広報

と被害者層に絞った広報を⾏い、デジタルでは届きにくい層にも被害防止情報を提供することで、被害者層への認知向上や危機感の醸成が期待できる。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

― ― ― ― ― 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) ２,675 3,220 3,220   

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 2,675 3,220 3,220   
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民間
企業

10
倍
以上

【現状・課題】特殊詐欺被害額：約11億円（2025年１～11月） 前年比２倍以上
従来型の啓発手法の限界：詐欺の手口が巧妙化・多様化し、被害防止の啓発内容が対応し切れていない

【必要性】 より広く、より効果的な啓発で特殊詐欺被害を防止する

【事業内容】  民間企業と連携し、誰でもスマートフォンで詐欺の手口を体験できる新たなツールを導入し、
市町村や警察が行う防犯講習会等で常時、仮想体験教育ができる環境を整備（全国初の取組）

期待される効果 ☆ 圧倒的なコストパフォーマンス

講師の経験や力量
に 左 右 さ れ ず 、
常時、最新の手口を
反映したハイレベル
な防犯講習が可能

各自端末で仮想体験

県

二次元コード

［拡充］ 被害仮想体験ツールによる詐欺被害防止啓発事業

体験人数大幅増

約1,000人

10,000人
以上（※）

啓発レベル向上

仮想体験
導入

県
全
体
の
防
犯
力
向
上

＝

犯罪のない安全・安心なまちづくり

R7(2025)見込

市町村
警察
に提供

画面イメージ
（ニセ警察詐欺）

R８(202６)～

（※）家族等の二次体験、民間企業の各店舗での周知活動、県警察防犯
アプリとの連動等により、さらなる体験者の増加を見込む

世界的企業とのタイアップ

仮想体験メニューの
共同開発！
（岡山モデル）

ニセ警察詐欺（提供：奈良県警察）

防
犯
講
習
会
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県民生活部くらし安全安心課 

重点事業の名称 消費者被害防止対策事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ５ 暮らしの安全推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 

・デジタル化の進展により消費者の取引環境が急激に変化している。 

・高齢化が進行、また、高齢者単独世帯が増加している。 

・地域の小売店等の減少や移動手段に関する課題（公共交通機関・免許返納等）から、地域での生活を継続する上でデジタル技術の活用は欠かせないものとなっている。 

・インターネット取引では、スマホで手軽に商品やサービスの情報に触れ、選択から購入支払いまでその場で即時に完結するため、落ち着いた判断や、信頼できる他者への相談を

しないまま被害にあう事例が多い。 

・事業者の技術活用コストの低下により、ダークパターン等の巧妙な手法により消費者の選択に影響を及ぼすことが懸念されている。 

・自身や家族が消費者被害にあった人のうち、どこにも相談しなかった人は38.9%で、主な理由は「被害が小さかった」「面倒だった」「どこに相談したらいいかわからなかった」

等であった。（2024年度県民意識調査） 

・被害にあう前の相談や、少しの予備知識（デジタルリテラシー）を持つことで防げる被害は多い。 

【課題・必要性】 

・消費者ホットライン188の認知度は17.9%と低調であり、認知度向上が必要である。（2024年度県民意識調査） 

・環境の変化に対応するため、相談窓口担当者は常に新しい知識や情報を得る必要があるが、多くの市町村の担当者は１人体制であり、単独では経験の積上げや事例の共有が難

しい状況でアドバイスも得られず、スキルの向上に課題がある。 

・誰もが安心してデジタル技術を活用し、消費者被害にあうことなく、安全で便利な消費生活を送ることができる県を目指し、県全体の消費生活相談機能の強化、相談窓口の認知

度向上、消費者のデジタルリテラシー向上支援に取り組む必要がある。 

・現在策定中の第５次岡山県消費生活基本計画の重点施策として、消費生活相談体制の充実、配慮を要する消費者の被害防止、ライフステージに応じた消費者教育の実施を掲げ

る方向で検討しており、計画期間が始まるR８年度から重点的に取り組む必要がある。 

事
業
内
容 

 
１ 消費者被害防止対策事業《6,930千円》 
 

(１)消費生活相談機能強化事業《1,117千円》 終期：R10  

   消費生活相談員等のレベルアップに向けた研修や市町村巡回指導により、県全体の消費生活相談機能の強化を図る。 

 

(２)新規消費生活相談啓発事業《3,413千円》 終期：R10 

   広報の強化や啓発活動により、消費者ホットライン１８８や、県・市町村の消費生活相談窓口の認知度向上を図る。 
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(３)新規消費者デジタルリテラシー向上支援事業《2,400千円》 終期：R10 

   地域の高齢者団体等への出前講座の開催等により、主に高齢者のスマホ利用による消費者被害を防止する。 

事
業
効
果 

・消費生活相談を受ける相談員等の知識や相談スキルを向上させることで、消費者被害の防止や救済につなげる。 

・消費者ホットライン１８８や、県・市町村の消費生活相談窓口の県民への認知度を向上させることで、相談窓口を知らないまま消費者被害にあう県民を減少させることができ

る。 

・高齢者及び見守り団体等のデジタルリテラシーを向上させることで、消費者被害を防止し、安全で便利な消費生活を実現する。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1(1)、(2)、(3) 消費者啓発セミナー等の受講者数（消費生活基本計画） 5,914人(R６) 毎年6,000人 86人 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 1,159 6,930 6,930 6,930  

財
源
内
訳 

国 庫 1,159 3,464 3,464 3,464  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  3,466 3,466 3,466  
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【現状】 〇インターネットで商品購入やサービスを利用したことがある      65歳以上で４割超
〇高齢者によるネット関連の消費生活相談の増加

60代以上の消費生活相談キーワードヒット数 2021年 2024年

SNS 174件 586件

インターネットツウハン 1,331件 1,749件

〇被害事例：被害にあう前の相談や、少しのデジタルリテラシーがあれば防げた被害が多い
ダークパターン等による誘導も巧妙化

・副業や投資をうたうサイトで、有料サポートに誘導され、料金支払い後連絡が取れなくなった。
・定期購入へ誘導され、解約しようとすると手続きが煩雑、解約料も高額で解約を断念。

【相談窓口の課題】
・消費者ホットライン188 認知度1７.９%
・多くの市町村は相談員1人体制で、
消費生活相談対応スキル向上が困難

【必要性】
①被害防止の第一歩となるデジタルリテラシー
②相談窓口の認知度向上により、相談を促進
③市町村の相談対応スキルの向上により、県全体の消費生活相談機能を強化

研修・巡回指導による
県・市町村の相談員等
のスキルアップ
及び連携促進

＜参考＞
第5次岡山県消費生活基本計画素案
重点施策
１ 消費生活相談体制の充実
２ 配慮を要する消費者の被害防止
３ ライフステージに応じた消費者教育の実施

計画期間 2026年～2030年

出前講座による
主に高齢者の

デジタルリテラシー
向上支援

広告等による
188及び相談窓口の

認知度向上

まず相談！消費者被害防止対策事業

新 新

・デジタル化の進展
・高齢化、
高齢者単独世帯の

  増加

【効果】

○消費者被害を防止

○安全で便利な消費生活
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重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 警察本部刑事部刑事企画課 

重点事業の名称 重要犯罪等の徹底検挙に向けた捜査基盤の高度化事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ５ 暮らしの安全推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・岡山県の刑法犯認知件数は、令和４年以降増加に転じ、令和７年も前年を上回る件数で推移しているほか、特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺による被害が依然として発生
しており、県民を取り巻く治安情勢は深刻な状況にある。 

【課題・必要性】 
・令和６年中の重要犯罪の検挙率は111.1％と高水準を維持している一方、重要窃盗犯の検挙率は55.0％に留まるなど、県民の安全・安心を確保するためには、各種犯罪に迅速
かつ確実に対応し、検挙等を推進していく必要がある。 
・各種犯罪の捜査を効果的に推進していくためには、様々な機能を備えた捜査用カメラを用いた捜査が有効であるところ、現状においては慢性的に不足をしていることから、捜
査用カメラを更新するとともに追加整備を図る必要がある。 

事
業
内
容 

 
 

 

１ 拡充重要犯罪等の徹底検挙に向けた捜査基盤の高度化事業《9,885千円》 終期：R13 

・重要犯罪等の検挙を推進するため、引き続き、複数現場の映像を複数拠点で遠隔確認できる「よう撃カメラ指揮システム」を導入するとともに、撮影目的や用途に合わせて最適

なカメラを選択できる「サブスクカメラシステム」の式数を増強する。 

事
業
効
果 

・これまで以上に捜査用カメラを活用した効果的な捜査が可能となり、重要犯罪における高い検挙率の維持や各種犯罪における検挙等の推進が期待できる。 
・特殊詐欺等を敢行する匿名・流動型犯罪グループといった新たな治安課題に対して、捜査用カメラを活用した戦略的な取締り及びグループの実態解明を行うなど、グループへ
の対応力の向上につなげることができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ 生き活き刑法犯認知件数 9,726件／年(R６) 9,000件／年(R10) ▲726件／年 

１ 生き活き殺人、強盗等の重要犯罪検挙率 111.1％(R６) 100％(R10) 11.1% 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 9,711 9,885 10,750 10,750 30,458 

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 9,711 9,885 10,750 10,750 30,458 

207



 

重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部中山間・地域振興課 

重点事業の名称 生き活き拠点を核とした集落生活圏形成促進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・中山間地域や離島では、⼈⼝減少や⾼齢化の急速な進⾏による地域活動の担い⼿不⾜など、将来にわたる集落機能の維持・確保が厳しい状況にある。 
・今後もさらなる⼈⼝減少が⾒込まれることから、⽣活サービス産業や公共交通の撤退、住⺠組織の担い⼿の不⾜、農地の荒廃などが、より深刻化すると考えられる。 
・県では、一定のエリア内の拠点的地域において日常⽣活に必要なサービス機能を集約した「⽣き活き拠点（小さな拠点）」の形成を支援してきたところである。 
 
【課題・必要性】 
・⼈⼝減少下において、小規模な集落が広い範囲に点在しており、集落単位で日常⽣活に必要なサービス機能の維持・確保が大きな課題となっている。 
・⽣き活き拠点の形成を図るとともに、拠点における地域運営組織の機能強化など、点在する集落と拠点をつなぐ「集落⽣活圏」の形成による、地域の暮らしを総合的に支える仕

組みづくりが必要となる。 
・⽣き活き拠点の形成数は⽣き活き指標及び第３期創⽣総合戦略KPIであり、その達成には、前⾝事業が終了する令和７年度以降も切れ目のない支援が必要である。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充生き活き拠点形成促進事業《20,000千円》 終期︓R10 
   中山間地域において今後も安心して住み続けることができるよう、日常⽣活を維持する上で欠かすことができないサービス機能の維持・確保を目的とした拠点の整備に取り組む市町

村を支援する。 
    （補助対象者）市町村（政令市除く） 
    （対象地域）岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第２条で定める地域 

（補助内容）地域運営組織が拠点を核として実施する⽣活サービス事業など地域の拠点性を⾼める取組及びその拠点の整備 
（補助上限）20,000千円／地区 
（補助率）1/2 

 
２ 新規生き活き拠点を運営する地域運営組織の法人化支援事業《5,000千円》 終期︓R10 
   地域運営組織の法⼈化を推進することにより、地域の⾃⽴化や拠点の持続性を⾼めるとともに、雇用の創出による外部⼈材の受け入れにつなげる。 
    （対象者）市町村（政令市除く）、地域運営組織 
    （実施内容）法⼈化に対する地域説明会や意識醸成のための勉強会の開催、専門アドバイザーの派遣 等 
 
３ 新規生き活き拠点を核とした集落生活圏形成ネットワーク整備事業《5,000千円》 終期︓R10 
   地域住⺠の話し合いにより、それぞれの実情に応じて拠点を核とした事業を展開することにより、点在する集落と拠点をつなぐ「集落⽣活圏」の形成に取り組む市町村に対して支援

を⾏う。 
    （補助対象者）市町村（政令市除く） 
    （対象地域）岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第２条で定める地域 
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（補助内容）拠点を核とした集落⽣活圏において、地域の課題解決や地域活性化につながる取組 
（補助上限）2,500千円／地区 
（補助率）1/2 
 

事
業
効
果 

・中山間地域において、集落地域の⼈や資源、活動をつなぎ、日常⽣活に必要なサービス機能を集約することで、持続可能な地域づくりを目指す。 
・拠点を活用した事業展開により、外部⼈材を受け入れる体制を構築することで、地域の担い⼿の確保につなげる。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１，２，３ ⽣き活き集落⽣活圏を維持するための小さな拠点の形成数 48箇所(R5) 56箇所(R10) 8箇所 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 30,000 30,000 30,000 30,000  

財
源
内
訳 

国 庫  10,000 10,000 10,000  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 30,000 20,000 20,000 20,000  
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生き活き拠点を核とした集落生活圏形成促進事業

➢ これまでの取組状況

〇生き活き拠点強化支援事業(R元～4)

• 計画策定と拠点整備等の事業をセットにし
たモデル事業で伴走支援。
→４市町７地区で実施

〇生き活き拠点づくり促進事業（R5～7）

• モデル事業の横展開を図ることにより、さ
らに拠点整備を進める支援。
→４市町６地区で実施

47 48
47

51

40

45

50

55

R4 R5 R6 R7

県内の生き活き拠点の数

➢ 生き活き拠点形成状況

→１9市町村５１箇所

1. 生活サービス機能の集約・確保

2. 点在する集落や拠点をつなぐ
「集落生活圏」の形成

地域の暮らしを総合的に
支える仕組みづくり

現 状

課 題

➢ 県内の拠点形成は以前に比べて進んだが、小規模な集落が広い範囲に点在しており、
集落単位で日常生活に必要なサービス機能の維持・確保が難しい地域がある。

（箇所）

必要性

事業内容

～人が集う、持続的な集落生活圏の形成～

⚫ 日常生活を維持する上で欠かすことができない生活機能・サービスの維持・確保を目的とし
た拠点の整備に取り組む市町村を支援。

・ 地域住民が自ら運営する産地市場、商店、食堂等を複合した交流施設の整備
・ 道の駅等の地域拠点に行政窓口や診療所等を併設し、生活サービス機能を集約 など

①生き活き拠点の形成 （20,000千円、補助率1/2）

⚫ 地域運営組織の法人化を推進することにより、地域の自立化や拠点の持続性を高めるとと
もに、雇用の創出による外部人材の受け入れにつなげる。

・ 法人化に向けた専門家の派遣
・ 法人化に対する地域説明会や意識醸成のための勉強会の開催 など

②拠点を運営する地域運営組織の法人化 （5,000千円）

⚫ 地域の実情に応じて拠点を核とした事業を展開することにより、点在する集落と拠点をつ
なぐ「集落生活圏」の形成に取り組む市町村を支援。（各部局等の既存の施策も活用。）

・ 電子回覧板やドローンを使った買い物配送効率化実証等のデジタル技術の実装
・ 特産品の開発・販売等の地域資源を活用したコミュニティビジネスの活性化 など

③集落生活圏形成ネットワークの整備 （5,000千円、補助率1/2 ）新

新

庁内の会議体等を活用し、部局間で連携しながら推進

事業の効果

➢ 中山間の集落地域における持続可能な生活の維持・確保

➢ 外部人材の受入による地域の担い手の確保

生き活き指標（４次プラン）

集落機能を維持するための小さな拠点の形成数 R5：48箇所 → R10：56箇所
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部交通政策課 

重点事業の名称 地域公共交通ネットワーク活性化推進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ 利⽤者の減少や⼈⼿不⾜など様々な要因により、 地域公共交通の維持が困難になりつつある。 
・ 地域公共交通を取り巻く環境の悪化により、運⾏本数の削減や路線の統廃合が進めば、地域公共交通ネットワークが⼀層弱体化することになる。 
 
【課題・必要性】 
・ 地域住⺠の移動や、観光客など⼈の交流の活性化等、地域の⽣活や経済活動を支える地域公共交通を、将来にわたり確保する必要がある。 
・ 岡山県地域公共交通ビジョン（案）に沿って、国、市町村、交通事業者等と連携しながら、多様な輸送資源を活⽤し、地域の実情に応じた、持続可能で利便性の⾼い地域公共

交通体系の構築を進めるとともに、県⺠の公共交通利⽤を促進し、地域公共交通ネットワークの活性化を図る必要がある。 
・ 上記ビジョンを着実に推進するため、「地域内にとどまらない広域的な課題への対応」、「地域内の課題に対する伴走支援」、「国が推進する取組の導入促進」といった県の役割

に基づく事業に取り組む必要がある。 
 

事
業
内
容 

 
１ 地域公共交通維持確保支援事業《52,845千円》  
(１)拡充交通サービス維持確保事業《35,000千円》 終期︓R９ 

市町村等が実施する地域のニーズに応じた交通⼿段の導入や利便性向上のための取組に対して補助を⾏う。 
従来からの重点支援枠（鉄道利⽤促進、ＤＸ推進等）に加え、広域連携の取組への支援を強化する。 
（補助対象者）市町村 等（政令市除く） 
【 通 常 枠 】（補助率） 1/2または1/3 （補助上限額） 2,500千円 
【重点支援枠】（補助率） 1/2または1/3 （補助上限額） 5,000千円（鉄道利⽤促進、ＤＸ推進、交通計画策定） 

    ※広域連携の場合、1,500千円または2,500千円を上乗せ 
   
(２)新たな交通サービス導入支援事業《17,845千円》 終期︓R９ 
   ⽣活交通を確保するため、デマンド交通や公共ライドシェアなど地域の実情に応じた新たな移動⼿段の確保等に取り組む市町村や地域に対し、専門家の派遣等を通じて伴走支援し、

導入に向けたモデル事業を実施する。 
（伴走支援の例） 

・ 市町村における専門的検討、職員の⼈材育成等の支援 
・ 地域住⺠や観光事業者等多様な主体による公共ライドシェア等の検討・ 導入支援 
・ 交通事業者との調整支援 
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２ 地域公共交通利⽤促進事業《29,695千円》 終期︓R９ 
   各種広報媒体を活⽤し、公共交通の良さや⼤切さなどをＰＲし、公共交通に対する関心を⾼め、利⽤への機運を醸成するとともに、キャンペーン事業を通じ、公共交通に対する興味

や関心を喚起する。 
また、ＪＲ在来線の活性化を図るため、岡山県ＪＲ在来線利⽤促進検討協議会において、県、市町村及びＪＲが連携して、利⽤促進策を検討、実施する。 

 
３ 井原鉄道利⽤促進支援事業《1,500千円》 終期︓R９ 
   井原鉄道の利⽤を促進し、活性化を図るため、井原鉄道（株）や関係団体が実施する情報発信や利⽤促進の取組に対して補助を⾏う。 

（補助対象者）井原鉄道（株）、井原線沿線観光連盟 
（補助率）1/2 （補助上限額 1,500 千円） 

 
４ 拡充芸備線再構築事業《7,500千円》 終期︓R８ 

  「地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律」に基づき設置された芸備線再構築協議会において、再構築⽅針作成に向けた協議を⾏う。 
 
５ 交通事業者⼈材確保・利便性向上支援事業《154,616千円》 終期︓R８ ２月補正（経済対策等分） 

 交通事業者が実施する⼈材確保・交通ＤＸにつながる取組のほか、利⽤者の利便性向上に向けた取組に対して補助を⾏う。 
（補助対象者）バス、タクシー、旅客船、鉄道（井原鉄道（株）、智頭急⾏（株））、交通空白地有償運送（市町村を除く） 
（対象経費）①⼈材確保事業 

二種免許取得、採⽤活動、職場環境改善につながる施設整備等に要する経費 
②交通ＤＸ・利便性向上事業 

キャッシュレス決済、配⾞アプリ、翻訳機等の導入に要する経費、デジタル化に伴う住⺠説明会開催等に要する経費 
利便性向上につながる待合・乗継環境整備、⾞両購入(ＵＤタクシー・ノンステップバス等）、⾞内環境や情報提供設備の改善等に要する経費 

 ※⾞両購入については、１台あたり400千円を補助上限とする。 
   （補助率）2/3または1/2 

（補助上限額） ①②それぞれ4,000千円 ※対象者ごとの補助上限額︓8,000千円 
 
６ 公共交通デジタル化普及事業《2,112千円》 終期︓R８ ２月補正（経済対策等分） 

公共交通の乗換案内サービス等の円滑な利⽤に向けて、コミュニティバス等の運⾏情報に係るデジタルデータの整備に加え、利⽤者のデジタルリテラシー向上等を目的として、勉
強会の開催等により市町村や交通事業者を支援する。また、配⾞システム、キャッシュレス決済及びＭａａＳなど、デジタル技術導入を検討する市町村や交通事業者とサービス提供
企業とのマッチングの機会を提供する。 

 

事
業
効
果 

・ 地域の実情に応じた、持続可能で利便性の⾼い交通体系の構築を進めるとともに、県⺠の公共交通利⽤を促進することにより、地域公共交通ネットワークの活性化が図られる。 
・ 従来からの公共交通の維持・確保が図られるとともに、地域のニーズに応じた交通サービスが導入されることにより、地域住⺠の移動⼿段が確保され、⼈の交流の活性化等が図られる。 
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※R７予算額は、６月補正予算額を含む 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ ⽣き活き地域のニーズに応じた交通サービスを導入した件数 ４件(R2〜R5平均) 20件(R7〜10累計) － 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R7.２月補正（経済対策等分）予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 74,541 156,728 91,540 84,040   

財
源
内
訳 

国 庫  156,728     
起 債       
その他特定財源       
⼀ 般 財 源 74,541  91,540 84,040   
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地域公共交通ネットワーク活性化推進事業

地域のニーズに応じた交通サービスを導入した件数
４件/年 20件(2028年度までの累計)
＊2020年度〜2023年度平均：４件/年

・持続可能な交通体系の構築と利用促進による
地域公共交通ネットワークの活性化

・地域のニーズに応じた交通サービスの導入による
人の交流の活性化

事業の意図・効果生き活き指標

拡充 交通サービス維持・確保事業
市町村等が実施する地域のニーズに応じた交通手段の導入や利便性向上のための取組への補助
従来の重点支援枠(DX・地域公共交通計画・鉄道利用促進)に加え、広域連携の取組への支援を強化

35,000千円

継続 地域公共交通利用促進事業
地域公共交通への興味・関心を喚起するキャンペーン事業
市町村・JRと連携した利用促進策の検討・実施

29,695千円

継続 井原鉄道利用促進支援事業
井原鉄道や関係団体が実施する情報発信や利用促進の取組に対する支援

1,500千円

拡充 芸備線再構築事業
芸備線再構築協議会における再構築方針作成に向けた協議

7,500千円

継続 新たな交通サービス導入支援事業
デマンド交通や公共ライドシェアなどの導入等に取組む市町村・地域に対する伴走支援
(専門家派遣等による伴走支援・モデル事業の実施)

17,845千円

県の役割及び各主体との連携イメージ

岡山県地域公共交通ビジョン（案） 2025年度中策定

国、市町村、交通事業者、地域住⺠等と連携しながら、多様な輸送資源を活用し、地域の実
情に応じた、持続可能で利便性の⾼い地域公共交通体系の構築を進めるとともに、県⺠の公
共交通利用を促進し、地域公共交通ネットワークの活性化を図ります。【基本方針一部抜粋】

地域公共交通ネットワーク活性化推進事業

74.0%

51.8%

40.3%

38.6%

0% 20% 40% 60% 80%

予算面での支援
制度に係る情報や知見の提供
マンパワー不足に対する支援
広域調整・担い手づくり等

自治体が必要としている支援

（第4回国土交通省「交通空白」解消本部資料を基に作成）

現状・課題・必要性

・利用者減少や経営環境の悪化等により
地域公共交通の維持が困難である現状

・路線・運行本数の減少が進むことで
ネットワークが一層弱体化することへの懸念

地域住⺠の移動⼿段・重要なインフラとして
将来にわたり確保する必要性

2026年度
当初予算91,540千円 ※国の重点支援地方交付金を活用し交通事業者の

生産性向上に向けた取組等を支援するもの
2025年度2月補正予算
(経済対策等分※) 156,728千円

交通事業者人材確保・利便性向上支援事業 【２月補正予算（経済対策等分）】
交通事業者が実施する人材確保・交通DXにつながる取組や、利用者の利便性向上に向けた取組への補助

154,616千円

公共交通デジタル化普及事業 【２月補正予算（経済対策等分）】
乗換案内サービス等の円滑な利用に向けた、コミュニティバス等の運行情報に係るデジタルデータの整備や
利用者のデジタルリテラシー向上等を目的とした、市町村や交通事業者向け勉強会等の開催

2,112千円
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部交通政策課 

重点事業の名称 地域公共交通運⾏体制アップデート事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ 地域公共交通事業者は、利⽤者の減少や物価⾼騰等の影響で厳しい経営環境に置かれており、地域公共交通の安定的・継続的な運⾏に⽀障が⽣じている。 
・ 県内における⾃動運転技術の導⼊に向けた実証運⾏は散発的であり、多くの市町村ではメリット・デメリットを測りかねている。 
・ 県内のバスやタクシーの運転者数は、コロナ禍を経て⼤きく減少しており、また、年齢構成も⾼齢者が半数近くを占めるなど⼈材不⾜解消が喫緊の課題である。 
・ 令和６年３⽉に在留資格「特定技能制度」に⾃動⾞運送業分野（バス・タクシー）が追加されるなど、地域公共交通分野における多様な⼈材の活⽤に向けた動きが広がっている。 
 
【課題・必要性】 
・ 地域住⺠の移動⼿段の確保や、観光客など⼈の交流の活性化等、地域の⽣活や経済活動を⽀える地域公共交通の安定的な運⾏を確保するため、交通事業者の⼈材確保や省⼒

化への対応が求められている。 
・ 特に、デジタル技術等の導⼊に向けては、県に主体的な役割が求められていることから、運転者不⾜の解消や業務省⼒化の効果が期待されている⾃動運転技術の導⼊に向け、

市町村を⽀援する必要がある。 
・ 岡山県地域公共交通ビジョン（案）に沿って、国、市町村、交通事業者等と連携しながら、デジタル技術等を活⽤した省⼒化を推進するとともに、外国⼈を含めた多様な⼈材

を確保することで、持続可能で安定的な運⾏体制を確⽴する必要がある。 
  

事
業
内
容 

 
１ 新規自動運転導入支援事業《10,000千円》  終期︓R10 

  ⾃動運転バス等の導⼊を検討する市町村に対し、事前調査や実証運⾏に向けた検討、導⼊計画の策定等の具体的な取組について伴走⽀援するとともに、未検討市町村に対して、検証
結果を提示することにより、県内における⾃動運転技術の導⼊を後押しする。 
（伴走⽀援の例） 

・ 公共交通ネットワークの状況や道路環境等導⼊に向けた地域課題の把握 
・ 実証運⾏を⾏う際の運⾏形態や経路など運⾏⽅法の検討 
・ 将来的な社会実装を⾒据えた導⼊計画の策定         等 

 
２ 新規交通事業者人材確保等支援事業《12,724千円》  
(１)外国人ドライバー受入プロセス支援事業《7,166千円》  終期︓R10 
    外国⼈ドライバー（バス・タクシー）の円滑な受⼊れに向け、業界全体での理解の促進や機運の醸成を図るとともに、円滑な受⼊・定着を進めていく。 
     ①外国⼈ドライバー受⼊れに向けた説明・相談会の開催 
     ②モデル受⼊企業を選定し、⽀援することにより、県内の受⼊モデルを確⽴ 
     ③モデル受⼊企業の事例からノウハウや課題等を抽出し、他事業者と共有 
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(２)地域公共交通就職マッチング支援事業《5,558千円》  終期︓R10 
    潜在的な就職希望者の関心を喚起するとともに、求職者と交通事業者のマッチング機会を提供するため、交通事業者・業界団体・国・市町村等と連携しながら、就職説明会や運転

体験会を開催する。 
 
３ 交通事業者人材確保・利便性向上支援事業（再掲）  終期︓R８ ２月補正（経済対策等分） 

 交通事業者が実施する⼈材確保・交通ＤＸにつながる取組のほか、利⽤者の利便性向上に向けた取組に対して補助を⾏う。 
 

４ 公共交通デジタル化普及事業（再掲）  終期︓R８ ２月補正（経済対策等分） 
公共交通の乗換案内サービス等の円滑な利⽤に向けて、コミュニティバス等の運⾏情報に係るデジタルデータの整備に加え、利⽤者のデジタルリテラシー向上等を目的として、勉

強会の開催等により市町村や交通事業者を⽀援する。また、配⾞システム、キャッシュレス決済及びＭａａＳなど、デジタル技術導⼊を検討する市町村や交通事業者とサービス提供
企業とのマッチングの機会を提供する。 

 

事
業
効
果 

・ ⾃動運転技術等の導⼊による業務の省⼒化や、外国⼈をはじめとした多様な⼈材を対象とした⼈材確保により、地域公共交通の安定的・継続的なサービスの提供が可能となる。 
・ ⾃動運転技術の導⼊や外国⼈の受⼊等のモデル事業等を通じて既存の運⾏体制をアップデートする取組の横展開を図り、持続可能な地域公共交通体系の構築を目指す。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ ⽣き活き地域のニーズに応じた交通サービスを導⼊した件数 ４件(R2〜R5平均) 20件(R7〜10累計) － 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  22,724 26,437 22,127  

財
源
内
訳 

国 庫  11,362 13,218 11,063  
起 債      
その他特定財源      

一 般 財 源 
 
 
 

11,362 13,219 11,064  
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地域公共交通運行体制アップデート事業

新規自動運転導入支援事業
自動運転バス等の導入に向け、事前調査や運行方法の検討、導
入計画の策定等の具体的な取組を行う市町村を伴走支援

10,000千円

＜運行体制に関する県全体の施策の方向性＞（一部抜粋）

岡山県地域公共交通ビジョン(案) 2025年度中策定 現状・課題・必要性

3,338 

3,031 

2,835 
2,696 2,729 2,730 

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

新規地域公共交通就職マッチング支援事業
潜在的な就職希望者の関心を喚起し、求職者と事業者のマッチング機会
を提供するため、交通事業者・業界団体・国・市町村等と連携した就職
説明会・運転体験会の開催

5,558千円

新規外国人ドライバー受入プロセス支援事業
特定技能制度に基づく外国人ドライバー(バス・タクシー)の受入れに向けた
業界全体での理解促進及び機運醸成を図る説明・相談会の開催に加え
円滑な受入・定着を図る受入モデル事業の実施
外国人材等支援推進計画(案)に基づく取組の推進【2025年度中策定】

7,166千円

・デジタル技術や多様な人材の活用による運行体制のアップデート

事業の意図・効果
・持続可能な運行体制の確保による安定的な交通サービスの提供

津山市における自動運転バスの実証運行

デジタル技術の活用

今後の取組
- 交通データの利活用
- 省力化に向けた技術導入
- 誰もが利用しやすい環境整備
運行の最適化・業務省力化を実現

今後の取組
- 担い手を呼び込む仕組みづくり
- 働き続けられる環境づくり
- 多様な人材の活用
必要な人材が十分確保されることで
安定的な交通ネットワークを実現

[人] [人]

1,590 1,493 

1,372 
1,267 1,234 1,252 

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

R元年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

運転者数の推移（各年12月末時点） 運転者の年齢構成
（2024年12月末時点）

運転者の年齢構成
（2025年3月末時点）運転者数の推移（各年度末時点）

県内法人タクシー運転者（(一社)岡山県タクシー協会提供数値）

運転者数の大幅な減少・高齢化の進展 安定的な交通ネットワーク確保に向けた人材確保・省力化への対応が必要

県内バス運転者（(公財)岡山県バス協会提供数値）

交通分野の人材確保

交通事業者人材確保・利便性向上支援事業（再掲）

交通事業者が実施する人材確保・交通DXにつながる取組や利用者の
利便性向上に向けた取組への補助【２月補正予算（経済対策等分）】

公共交通デジタル化普及事業（再掲）

乗換案内サービス等の円滑な利用に向けた、コミュニティバス等の運行情報
に係るデジタルデータの整備や利用者のデジタルリテラシー向上等を目的
とした、市町村や交通事業者向け勉強会等の開催

【２月補正予算（経済対策等分）】

2026年度
当初予算 22,724千円地域公共交通運行体制アップデート事業
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部交通政策課 

重点事業の名称 岡山県版図柄入りナンバープレート導入事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ 地域の風景や観光資源を図柄とする地⽅版図柄⼊りナンバープレートは、その地域の魅⼒を全国に発信する有効な⼿段の⼀つであり、全国で導⼊が進められているが、中国

地⽅では岡山県のみが未導⼊となっている。 
 
【課題・必要性】 
・ 多くの⽅に岡山県版図柄⼊りナンバープレートを装着してもらえるよう、デザイン選定などについて、県⺠の関心と理解を深めながら取組を進める必要がある。 
・ 岡山県らしいデザインとするため、幅広い意⾒を踏まえながら、デザインを選定するとともに、様々な媒体を活⽤しながら、機会を捉えた周知を⾏うことで、導⼊に向けた県

⺠の機運醸成を図る。 

事
業
内
容 

 
１ 新規岡山県版図柄入りナンバープレート導入事業《3,723千円》 終期︓Ｒ８ 

・ 導⼊にあたって、岡山県をイメージすることができるデザインとするため、有識者会議において、図柄のテーマを決定する。 
・ 様々な媒体を活⽤しながら、図柄のデザインを広く⼀般に公募する。 
・ 公募により集まった作品の中から、有識者会議において、県⺠アンケートの候補作品を選定する。 
・ 有識者会議で絞り込んだ作品について、県⺠アンケートを実施する。なお、実施にあたっては、多くの⽅に参加してもらえるよう機会を捉えた周知を⾏い、県⺠の機運醸成を図

りながら導⼊に向けて取り組む。 
・ 県⺠アンケートの結果を踏まえ、デザインを決定する。 

  
  （想定される今後のスケジュール） 

 
  岡山県 国 

2025年度 冬 図柄テーマの選定 有識者検討会（随時） 

2026年度 

春 図柄デザインの⼀般公募 導⼊要綱改定 

夏 県⺠アンケート実施 （県から導⼊の申込）募集開始 

秋 デザイン決定 （県から図柄の提案）図柄審査 

2027年度 秋  交付開始 
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事
業
効
果 

・ ナンバープレートに岡山県らしい図柄を導⼊することにより、地域の⼀体感や県⺠の郷⼟愛が醸成される。 
・ 「⾛る広告塔」として、岡山県の魅⼒を全国に発信することができる。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

― ― ― ― ― 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円)  3,723    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源  3,723    
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部国際課 

重点事業の名称 ウクライナ避難⺠等⽀援対策事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ ⽣きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ウクライナから避難された方に対して、住居や⽣活面において、令和４年度から継続して支援を⾏っている。 
・令和７年10月末現在、県内には10世帯11人が避難されており、市町村等を通じて、⽣活支援をしている。 
・住居支援については、居住環境を整備した県営住宅を提供している。 
・令和６年６月に来岡された駐⽇ウクライナ特命全権⼤使から、市町村等が所有し、更新のため不要となった救急⾞等について、無償提供を求める要望があり、県から市町村へ協

⼒を呼びかけている。 
・複数の市町村が呼びかけに応じ、経済界等からの協⼒も得ながら、令和７年10月末現在、救急⾞等10台をウクライナへ提供した。 

【課題・必要性】 
・ウクライナから避難された方々が、就労等により⾃⽴した⽣活を送るためには、⽇本語の習得など、様々な課題があり、相当期間が必要と考えられる。 
・引き続き、本県にはウクライナから避難された方々が⽣活されており、また、国からの受け入れ要請等により県内への避難者が増えることも考えられることから、同様の支援を

継続していく必要がある。 
・ウクライナへの救急⾞等の提供については、輸送費⽤が⽣じることから、継続的な提供を⾏うためには、広く県⺠や県内企業等から支援を得やすい体制を構築する必要がある。 

事
業
内
容 

１ 避難⺠住居⽀援事業《2,269千円》  
(１)県営住宅⼊居準備《1,193千円》 終期︓R8 

 県営住宅にウクライナから避難された方の入居が決定した場合には、入居前に電気設備点検や不⾜している備品の購入等を⾏う。 
 
(２)県営住宅からの転居助成《1,076千円》 終期︓R8 

 県営住宅入居後、就職等により転居が必要となった場合には、転居に係る経費を助成する。 
 
２ 避難⺠⽣活⽀援事業《1,342千円》  
(１)通信環境整備《1,132千円》 終期︓R8 

 本国との連絡等で必要となる通信環境を整備するため、モバイルルーターを貸与する。 
 

(２)翻訳環境整備《210千円》 終期︓R8 
 ⽇本語を話すことができないウクライナから避難された方に対し、⾃動翻訳機を貸与する。 
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３ 拡充岡山発・ウクライナ人道⽀援強化プロジェクト《5,800千円》 終期︓R8 
   県内市町村等から無償譲与された救急⾞等について、経済界、岡山発国際貢献推進協議会及びウクライナ支援団体と連携しながら、救急⾞等をウクライナへ提供するとともに、広く

県⺠や県内企業等に対し支援を呼びかける。 
 

事
業
効
果 

・ウクライナから避難された方の⽇本での⽣活の安定が図られる。 
・県内市町村等が所有する救急⾞等が有効に活⽤され、人道支援が強化される。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

― ― ― ― ― 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 8,442 9,411    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 8,442 9,411    
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■令和6(2024）年６月
・駐日ウクライナ特命全権大使が来岡、救急車等の提供の要請
・県内市町村・組合から救急車等の提供意向あり

岡山発・ウクライナ人道支援強化プロジェクト

１．提供までの経緯等

現在までに、県内１０団体（９市町村１組合）から、計２８台

（救急車8台、消防関係車両２０台）の提供申出

■令和６(2024)年７月～８月
・在日ウクライナ大使館と車両提供に関する覚書を締結
■令和６(2024)年９月４日
・ウクライナへ提供する救急車等出発式を実施

２．提供に向けた準備等

市町村・消防組合

岡 山 県 ウクライナ
大使館

消防車両等提供に係る覚書

受入れ調整

※人道支援としての提供を明記

※総合調整を担当

４．提供スキーム

・ウクライナでは救急車等が大幅に不足

配置調整 ウクライナ
本国

輸送
依頼

県内企業等

岡山発国際貢献推進協議会

NPO法人ユーラシア（ウクライナ支援団体）

車両
譲渡

車両輸出

輸出取扱
団体指定

負担金

協賛

・国内輸送は県負担金及び県内企業等
の協賛金で対応
・スキーム維持のため、海外輸送に係る
経費に対して県からも負担金

提供
調整

1,300千円
(R8)

■令和６(2024)年９月13日
・水島港から車両２台（真庭市）を輸送
⇒令和６(2024)年12月19日 ウクライナ到着、現地公共機関へ寄贈

■令和７（2025）年４月11日
・同港から車両２台（倉敷市、笠岡市）を輸送
⇒令和７(2025)年７月１日 ウクライナ到着、現地公共機関へ寄贈
■令和７(2025)年５月29日
・同港から車両２台（津山市）を輸送
■令和７(2025)年9月2日
・同港から車両４台（赤磐市１台、笠岡地区消防組合１台、津山市２台）を輸送
■令和７(2025)年１２月以降
・同港から車両４台を輸送予定

３．ウクライナへの輸送

【水島港での積込作業】

・令和6(2024）年度から提供スキームを構築し、県からは「岡山発国際貢献推進協議会」と連携しながら、
県内輸送に係る費用負担を行っている。
・一方で、海上輸送については、当初、ウクライナ大使館が資金調達することとなっていたが、長引く戦況
の影響により、海上輸送費の調達を支援する必要がある。

・国際貢献の一環として、県と「岡山発国際貢献推進協議会」とが連携するとともに、経済界とも連携しな
らが、引き続き、救急車や消防車の提供を通じ、ウクライナへの支援を行う必要がある。
・現在のスキームを維持するため、海上輸送に関しても県からも一定の費用負担が必要となっている。

現状・課題

岡山発の国際貢献活動と
して、全国に先駆けた
モデルケースとして、
引き続き支援

事業の意図・効果

寄付

負担金

4,500千円
(R8)

県外スポンサー

寄付

必要性

〇既存車両等の活用により、最小限の負担でウクライナ支援を実施

〇県が調整役となるとともに、事業実施に必要な負担金を支出する
ことで、市町村や大使館の負担軽減を図り、円滑かつ持続可能な提
供体制を構築
〇長引く戦況を踏まえ、海上輸送に係る経費についても、県と経済
界とが連携しながら、支援を行う。243



 

重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部文化振興課 

重点事業の名称 中四国文化の集い岡山大会開催事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ 生きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・中四国９県の文化交流を通じ、文化活動の発表機会の拡充と文化意識の一層の高揚を図るとともに、圏域の歴史と風土から生まれた伝統文化を受け継ぎながら、新たな文化を
創造することを目的として、中四国９県の合議により、平成４年度から毎年、各県持ち回りで「中四国文化の集い」を開催している。 
・岡山県では、これまで平成９年度、21年度、22年度(国民文化祭に合わせて実施)に開催されており、４巡目の開催を令和８年度に予定している。 
・令和８年度で34回目となる中四国文化の集いであるが、近年は、伝統芸能、郷土芸能を主としたテーマでの開催が続いている。 

【課題・必要性】 
・少子・高齢化により伝統芸能・郷土芸能の分野の継承・担い手育成が課題となっている。 
・本県の文化芸術を継承・発展させていくため、若年層が文化芸術活動に参加しやすい環境づくりや機会の創出が不可欠な状況である。 
・伝統芸能・郷土芸能の担い手育成が必要となるなかで、岡山県で県内外の団体の披露の場を提供し、出演団体同士の交流を図ることで、新たな担い手を育て、今後の文化振興に
つなげる必要がある。 
・鑑賞機会の少ない中四国の伝統文化について、広く県民に機会を提供することで、幅広い世代に伝統文化・郷土芸能に興味を持ってもらう必要がある。 
 
 

事
業
内
容 

 
１ 新規中四国文化の集い岡山大会開催事業《5,463千円》 終期：R８  

   令和８年度中四国文化の集いを岡山県内で開催する。 

・開催のための事前広報や前日リハーサル、当日のイベント運営までを業務委託する。 

    イベント実施委託 3,720千円 

    広報業務委託   1,743千円  

 

 

事
業
効
果 

 

 

・伝統芸能・郷土芸能の担い手育成が必要となる中で、岡山県で県内外の団体の披露の場を提供し、出演団体同士の交流を図ることで、新たな担い手を育て、今後の文化振興につながる。 

・鑑賞機会の少ない中四国の伝統文化について、広く県民に機会を提供することで、幅広い世代に伝統文化・郷土芸能に興味を持ってもらうことができる。 

 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ 生き活き 文化芸術に関わった(自ら実践・直接鑑賞した)人の割合 40.9%(R6) 45.0%(R10) 4.1㌽ 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  5,463    

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源        

一 般 財 源  5,463    
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第３４回中四国文化の集い岡山県大会の開催

【１．趣旨】

中四国９県の文化交流を通じ、文化活動の発表機会の拡充と

文化意識の一層の高揚を図るとともに、圏域の歴史と風土から

生まれた伝統文化を受け継ぎながら、新たな文化を創造するこ

とを目的として、中四国９県の合議により、平成４年度から毎

年、各県持ち回りで「中四国文化の集い」を開催している。

【２．事業の必要性・目的】

岡山県では、これまで平成９年度、２１年度、２２年度(国民

文化祭に合わせて実施)に開催されており、４巡目の開催を令和

８年度に予定している。

近年の開催テーマが伝統芸能、郷土芸能が主となっており、

少子・高齢化によりこういった分野の継承が課題となっている

中、岡山県で県内外の団体の披露の場を提供し、出演団体同士

の交流を図ることで、新たな担い手を育て、今後の文化振興に

つなげる。

【５．直近の開催県】

Ｒ４ 高知県

高知県立県民文化ホール(R4.10.10)

Ｒ５ 広島県

上野学園ホール(R5.10,8)

Ｒ６ 島根県

島根県民会館大ホール(R6.11.4)

Ｒ７ 香川県

レクザムホール(R7.11.23)

【３．開催概要】

開催日：令和８年１０月２４日(土) リハーサル

令和８年１０月２５日(日) 公演

会 場：岡山芸術創造劇場ハレノワ中ホール(８０７席)

入場料：無料

出 演：各県１団体、開催県２団体の計１０団体

【４．事業費】

委託料：５，４６３千円
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	01-少子化対策総合推進事業
	02-おかやまママ安心サポート事業
	03-県庁内保育施設整備・運営事業
	04-子ども・子育て支援環境の充実（保育人材の確保）
	05-私立学校の安定的な経営のための私学助成拡充
	06-学ぶ力の育成事業
	07-学校における働き方改革推進事業
	08-令和８年度全国中学校体育大会開催事業
	09-不登校総合対策推進事業
	10-世界とつながる！国際交流強化推進事業
	11-グローバル人材の育成事業
	12-戦略的企業誘致推進事業
	13-水島港機能強化事業
	14-ＥＶシフトに対応した産業・地域づくり推進事業
	15-おかやまキーテクノロジー成長促進事業
	16-スタートアップ・ベンチャー成長支援事業
	17-中堅企業への成長につながる中小企業の持続的成長支援事業
	18-若者と企業との縁むすび強化事業
	19-航空ネットワーク維持・拡充事業
	20-岡山桃太郎空港機能強化事業
	21-雄町米から拡がる おかやま酒物語プロジェクト事業
	22-サステナブルな観光地づくり推進事業
	23-岡山後楽園の魅力づくり事業
	24-白桃スマート農業普及推進事業
	25-高温に強い岡山農産物生産強化事業
	26-法改正に対応した農地集積・集約化事業
	27-農業施設の合理化等加速化支援事業
	28-未来へ続くぶどう産地育成事業
	29-ハイブリッド産地育成加速化事業
	30-地域デジタル女子人材育成・就業事業
	31-女性活躍推進事業
	32-選ばれるオカヤマ！外国人材等支援強化プロジェクト
	33-ふるさと岡山還流促進の場整備事業－岡山県東京寮整備事業－
	34-救急安心センター事業
	35-医師・看護師等の地域偏在是正推進事業
	36-安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療）
	37-次世代を守る！感染症リスク対応力向上事業
	38-小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
	39-ギャンブル等依存症対策推進事業
	40-精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業
	41-障害のある人の就労定着等支援事業
	42-発達障害のある人のトータルライフ支援事業
	43-強度行動障害のある人の安心生活のための基盤整備推進事業
	44-地域包括ケアシステム推進事業
	45-子ども虐待防止総合強化事業
	46-岡山県青少年総合相談センターＳＮＳ相談事業
	47-医療的ケア児等と家族の安心生活サポート事業
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